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豊かで　魅力ある　元気な　安中市へ

・第1回あんなか景観まちづくり賞　結果発表
・11月は児童虐待防止推進月間です
・乳がん・子宮がん集団検診の予約が始まります
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高校生が見た　安中市の課題

■問 □本 危機管理課危機管理係（☎内線1135）

第3回：11月15日（水）　第4回：令和6年2月9日（金）

情報伝達手段

防災行政無線

　

メール配信サービス

　　　　　　　　　　　　　　　　  内　　　容
　市内に設置した防災行政無線子局（屋外スピーカー、戸別受信機）から、一斉に、
次のように放送されます。
1.  チャイム音
2.「これは、Jアラートのテストです。」×3回
3.「こちらは、ぼうさいあんなかです。」×1回
4.  チャイム音
　　「これは、Jアラートの試験です。」という文面の試験用メールが配信されます。
※安中市メール配信サービスに登録し、防災情報の「安中市全域」または「Jアラー
ト」を選択している人に配信されます

【情報伝達試験の内容】

登録用コード▶

▼防災行政無線テレホンサービス
　防災行政無線の放送を聞き逃した場合や放送内容
が聞き取りづらかった場合などに、放送内容を電話
で確認できるサービスです。

（☎0800－800－3664　※通話料無料）
▼安中市メール配信サービス
　日々の気象や火災、防災情報などを、お手元のパ
ソコンや携帯電話にメールでお知らせするサービス
です。昨年8月から、配信される気象情報に「土砂災
害警戒情報」、「記録的短時間大雨情報」、「熱中
症警戒アラート」を追加しました。ぜひ、ご登録く
ださい。

▼登録方法
①下記二次元コードを読み取り、annaka@entry.
mail-dpt.jpへ空メールを送ります。
②仮登録メールに記載のURLから登録手続をします。
③手続完了後に登録完了メールが届けば登録完了です。
※仮登録メールが届かない場合は、迷惑メール設定
をご確認いただき、次のアドレスを受信できるよう
設定してください〈annaka@city.annaka.gunma.
jp〉

　地震の発生や武力攻撃などの緊急時に備え、国の全国瞬時警報システム（＝Jアラート
※）を利用した全国一斉の情報伝達試験が実施されます。本市では、防災行政無線と
メール配信サービスを用いた試験を実施します。
　なお、今年度の試験は下記の日程で実施されますが、災害などが発生した場合また
は発生する恐れがある場合には試験を中止します。

※Jアラート…地震・津波の発生や武力攻撃などの緊急情報を、国が人工衛星などを通じて瞬時に伝えるシステム

11月15日（水）

午前11時ごろ

11月15日（水）午前11時ごろ  全国一斉の情報伝達試験が実施されます
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安中市医師会■HP ▶
休日当番医　内科

Contents

11月  3日（金・祝）
11月  5日（日）
11月12日（日）
11月19日（日）
11月23日（木・祝）
11月26日（日）
12月  3日（日）
12月10日（日）

-特集高校生ワークショップ
3

－

8

男性  27,077人（－14）
女性  27,704人（－35）

計  54,781人（－49）
24,900世帯（  ＋2）

人口と世帯（9月末日現在）（前月比）

11月  3日（金・祝）
11月  5日（日）
11月12日（日）
11月19日（日）
11月23日（木・祝）
11月26日（日）
12月  3日（日）
12月10日（日）

有坂内科医院
本多病院
公立碓氷病院
みやぐち医院
松井田病院
もてき内科医院
公立碓氷病院
正田病院

☎027－381－0485
☎027－382－1255
☎027－385－8221
☎027－384－1126
☎027－393－1301
☎027－382－2510
☎027－385－8221
☎027－382－1123

休日当番医　外科
須藤病院
正田病院
公立碓氷病院
正田病院
松井田病院
須藤病院
公立碓氷病院
正田病院

☎027－382－3131
☎027－382－1123
☎027－385－8221
☎027－382－1123
☎027－393－1301
☎027－382－3131
☎027－385－8221
☎027－382－1123

あんなかスマイルパーク

恵みの湯
峠の湯
鉄道文化むら
文化センター

（※は図書館のみ休館）
文化会館
碓氷川熱帯植物園
スポーツセンター

（※は温水プールのみ休業）
学習の森

いきいき長寿センター

新型コロナウイルスなどの影響で、臨時休館またはイベント内容が変更と
なる場合があります。詳しくは各施設へお問合せください。

出典：総務省■HP 
（https://www.soumu.go.jp/main_content/000255919.pdf）を加工して作成

11/6・7・14・21・24・28
12/5・12
11/7・21　12/5
11/14・28　12/11・12・13
11/7・14・21・28　12/5・12
11/7・8・14・21・24・28
12/5・12  
※11/30
11/6・13・20・27・30　12/4・11
11/7・14・21・28　12/5・12
11/6・7・20・24　12/4
※11/13・27　12/11
11/7・8・14・21・24・28
12/5・12
11/6・7・13・20・24・27
12/4・11

11/1～12/15

11/1～12/15

11/1～12/15休館案内

公立碓氷病院、須藤病院、正田病院、松井田病院以外の内科の当番医は、
診療時間が午前9時から午後6時までです。午後6時以降は、外科の当番医
で受診してください。

町北遺跡の主な遺構配置（写真上が北）

「まず、安中市に興味を持ってもらいたい」

　若者の行政に対する関心の薄さや、さまざまな選挙
での投票率の低さが指摘される中、安中市は現在、策
定を進めている「安中市第3次総合計画」に、高校生
を対象とした「若者の意見」を取り入れることで、行
政に興味を持ってもらいたい、と考えました。
　自分たちが住んでいる、通っている安中市のことを
どれだけ知っているか、どのくらい関わっているかに
ついて改めて考えてみることで、身近なこととして地

域課題や市政への関心を持つことにつながれば、とい
う考えから今回の取り組み＝ワークショップが始まり
ました。
　市内の安中総合学園高校、松井田高校、新島学園高
校から集まった約30人の生徒は日ごろ、自分たちが
見ている安中市の良い面・悪い面を見つめ直し、思い
描く未来のすがたを真剣に話し合ってくれました。
　このワークショップを通じて、高校生は何を思い、
感じ、それを大人に伝えたのでしょうか。

総合計画ってなに？
　総合計画は、市のまちづくりの
基本理念と、将来像の実現に向け
たまちづくりの方針を示し、その
実現のために必要な市政の各分野
における施策を定める計画のこと
で「まちづくりの憲法」ともいえ
るものです。
　策定にあたって、多様な社会経
済情勢の変化や時代の流れを的確
に捉えるとともに、幅広い市民の
意見の反映に努める必要がありま
す。
　現在、市は令和6年度を初年度
とする第3次安中市総合計画の策
定を進めています。
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第1回あんなか景観まちづくり
賞の結果を発表します

令和4年度安中市各会計の決算
報告

人事行政の運営等の状況に
ついて

オレンジリボン・児童虐待
防止推進キャンペーン推進月間

秋季全国火災予防週間
高齢者叙勲
子育て・教育

健康・医療・福祉

イベント・スポーツ

文化・生涯学習

インフォメーション
　都市計画原案の閲覧と公聴会を開催
　農業委員の候補者を募集
　地域おこし協力隊活動報告
　男女共同参画推進委員会

クローズアップ
消費生活センターからのお知らせ

相談

全国一斉情報伝達試験の実施

安中市を もっと知る　－高校生ワークショップ開催－
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ワークショップの
道のり

① ②

④ ⑤

③

⑥

写真①～③　安中総合学園高、松井田高、新島学園高での
ワークショップ。市の課題などについて話し合う生徒たち
写真④・⑤　共同ワークショップの様子。仮想の人を設定
し、「なぜ安中市に来た（選んだ）」か、発表する生徒たち
写真⑥　市役所で行われたワークショップの報告会

「選ばれる安中市になるために」
　共同WSの後半は、これまでに出された意見をもと
に、仮想の人物（家族）を設定し、その人がなぜ安中市に
住もう（訪れよう）と思ったのか。その理由と、感じてい
る悩みについて模造紙にまとめ、発表しました。
　「キャンプが好き、安中市は自然が豊か」、「歴史好
きな子どもと一緒に文化財巡り」、「子育てしやすそ
う」といった良いところがあげられる一方、「整備され
た公園が少ない」、「バスなどの公共交通が少ない」、
「大型の商業施設がなく買い物に不便」「街灯が少な
く、夜歩くのが怖い」などの不満・改善点もあげられま
した。
　「若者の声を市政に」という試みはまだ、スタートラ
インに立ったばかりです。そう遠くない未来、選ばれる
安中市になるために、この声をしっかり受け止め、埋も
れてしまわないよう、これからも市全体で取り組んでい
きます。

　日ごろ、高校生が感じている安中市の課題
や「こうなれば良いのに」という思いを直
接、市に伝える。自分の高校だけでなく、他
校の生徒と一緒に悩み、考えたアイデアをま
とめるまでの流れを紹介します。

5月上旬
　ワークショップ（WS）に先立ち、高校2
年生を対象に市のイメージについてアン
ケートを実施。

5月31日
「安中市の今を考えよう！」

　各校でのWS1回目。アンケートの集計
結果を説明し、そこからみえる課題をグ
ループで検討。

6月14日
「選ばれる安中市ってどんなまち？①
　各校WS2回目。市の概要を職員が説明
し、実際に「選ばれる」にはどうしたら良
いか話し合い、意見をまとめる。

7月25日
「選ばれる安中市ってどんなまち？②
　市役所での共同WS1回目。各校でまと
めた結果を発表し、さらに学校を越えたグ
ループで感想や傾向、違いなどを話し合
う。

8月8日
「選ばれる安中市になるために」

　共同WS2回目。いろいろな人たちに「選
ばれる」ためにはどうすべきか、キーワー
ドをまとめ、必要な解決策を考えて発表す
る。

こんな「安中市」ならいいのに
　　　　　　　－話し合いから生まれるアイデア－

町北遺跡の主な遺構配置（写真上が北）

「意外と知らない安中市のこと」
　ワークショップ（WS）の開催前、市内3校の2年生を
対象に、市の住みやすさと行政の取り組みについて電
子アンケートを行いました。「休日に遊ぶ所がない」
「交通の便が悪い」など、日常生活に基づく率直な意
見が目立ちました。
　5・6月には、「安中市の今を考えよう！」、「「選
ばれる安中市」ってどんなまち？」をテーマに、各校
で2回ずつWSを行いました。
　実際WSを始めてみると「通学ルートの間くらいし
か安中のことを知らない」、「安中市の特徴や名産っ
てなに？」などと話す生徒が意外と多いことがわかり
ました。地元の魅力をよく知らない、気づかないまま
若者が市・県外に出てしまうのは安中市だけでなく、
今や全国的な問題となっています。
　そこでWSの前半は、安中市のことを「おさらい」
することから始めました。その後、5人程度のグルー
プにわかれ、アンケートの結果や自分の体験に基づい
た市の魅力や課題について話し合いました。通学時の
公共交通の利便性や、遊ぶ場所が少ないこと、一方で

自然が豊か、歴史的な建物が多いなど、実体験を踏ま
えた高校生ならではの目線からの意見が活発に出され
ていました。
　夏休み中の7・8月には、各校のメンバーに市役所
に集まってもらい、共同でWSを行いました。日ごろ
あまり接する機会のない、学年も異なる他校の生徒と
の交流は、逆に静かな雰囲気にならないかという不安
もありましたが、緊張感のある中でも積極的にコミュ
ニケーションを取っていました。

「課題の共有　新たな気付き」
　共同WSは「選ばれる安中市」になるため、重要な
ことはなにかを見つけることが目的でした。学校も、
興味のある分野も違う生徒たちが、日ごろ感じている
ことや課題を共有するだけでなく、話し合いから生ま
れる新たな知見や魅力も、グループを変え、何度も意
見をかわすことで、より具体的なアイデアとなってい
きました。参加した高校生からも、以前より安中市の
ことを知ることができた、市を良くするための活動が
できた、といった感想がありました。
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　少子化が進む中、いかに若者を市
に繋ぎ止めるかは、市の将来にとっ
て大きな課題ですし、彼らが市にど
んな印象をもち、何を望んでいるか
を聞き、若者が魅力を感じる市の将
来像を示すことで、彼らに多少でも
影響を与えられるのでは、と思いま
した。
　参加した生徒は、みな前向きで積
極的に取り組んでいて、課題につい

て的確に考える力、協調性など様々
な力を実感した、とても有意義な
WSでした。
　今回、聞くことができた高校生の
意見は、安中市の大切な財産です。
これを総合計画の参考とし、計画を
通して若者に市の魅力が伝わるよう
しっかり活用するのが私の役割だと
思っています。

高校生ワークショップを担当
した、企画政策部政策・デジ
タル推進課政策・デジタル推
進係　齋藤主任

高校生の意見＝安中市の財産　しっかり活用

安中総合学園高校3年
松崎　心音さん

松井田高校2年
山川　暖斗さん

新島学園高校3年
佐藤　幸教さん

・市内のきれいな風景をInstagramなどSNSに投稿

・公園の整備、子どもが安全に遊べる場所を作る

・豊かな自然を生かし、キャンプ場やレジャー施設を作る

・大通り以外にも街灯を増やし、夜でも歩きやすいように

・事故多発の看板は増えているが、まだ死角が多いのでカーブ
ミラーや信号を増やしてほしい

・いつもバスが満員。より大きく、本数も増やしてほしい

・バンドフェスや避難所、運動場などいろいろな使い方ができ
る広い施設がほしい

・他校の人と一緒に活動することで私たちとは違った視点から
の問題点や改善点などがあり、面白かった

・自分と他の人の意見を共有することで、自分が思いつかな
かったことを知ることができた

・高校生の意見を聞いてもらえる場があってよかった

　子どもも独立して夫婦で暮らす。大型の商業施設やイ
ベントホールがあれば便利なのに、と感じている

　都内からUターン。自然も観光名所も多いので、案内
するツアーがもっと充実すれば良いのに、と思う

　都内から観光に訪れた。歴史好きで文化財を巡りたい
が、バスの便が少なく思うように見られない

　自転車通学の安総高生。自然が豊かな反面、街灯や歩
行者用信号が少なく、道路の整備に不満を感じる

　子育て中の家族。自然豊かな安中市が魅力だが、整備
された公園が少ないのが悩み

「未来の安中市」をつくるヒント
　　　　　　　　－高校生がみた課題と解決策－

高校生のアイデアが 未来の安中市をつくる
　　　　　　　　－ワークショップを振り返って－

　子育て中や子育てが終わった家族、高校生、観光客
など、目的をもって安中市に住んで（訪れて）人物を設
定し、その人はなぜ安中市を選んだか、さらにより魅
力を感じるにはどのようにすれば良いかを話し合い、

その取り組みを次々と模造紙に書き込んでいきまし
た。市の良い面、改善すべき点も含め多くの意見が出
されました。

高校生ワークショップ特集
市公式YouTube「安グルッ」で配信中

参加生徒の声を もっと紹介

 市外に住んでいて、安中市のことをよく知らなかったですが、今
回こういうワークショップに参加して、色々なイベントがあったり
スイーツの店が多いなど、今まで知らなかった安中市を知ることが
できてよかったです。

　他校との交流ということで、最初は緊張もありましたが、だんだ
ん慣れてきて、最後はみんなで楽しく参加できたので良かったと思
います。市の課題を見つけるのが大変でしたが、自分の知らないと
ころや改善点も発見できて良かったです。これから安中市がもっと
良くなることを願っています。

　今までは学校までの道のりくらいしか知らなかったですが、色々
あると感じました。最初は緊張しましたが、ほかの学校のみんなと
頑張ろうと思いました。生徒同士の関係の輪が広がったことや、実
は安中には良いところがたくさんあるということを感じることがで
きてよかったです。
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※社会の一員として自立し、権利と義務の行使により、社会に積極的に関わろうとする態度を身に付けるため、
社会形成・社会参加に関する教育のこと

　どうすれば若い世代が市政に興味を持ってくれるか
－。公共政策がご専門で長年、安中市総合計画の策定
に関わっており、市の行財政の課題について検討され
ている群馬大学の小竹裕人教授に、今回の取り組みに
ついてお話を伺いました。

　近年、若者の行政や市政に対する関心の薄さ
が、報道などで取り上げられていますが、どの
ような背景が考えられますか

　行政への関心の薄さは、やはり選挙の投票率などか
ら見ても感じます。
　原因の1つとしては「投票に行ったから、それがど
のように自分に返ってくるか」がわかりにくい、とい
うことはあると思います。自分たちが声をあげた結果
が想像できないと、声もあげにくい。そこが一番の問
題かと思います。

　そのような問題も含め、今回の高校生ワーク
ショップについてどのような印象を受けましたか

　前向きで良いな、と思います。彼らは10年、20年
後には社会を動かす立場になっていく。その若者の思
いを理解するため、ぜひ声をあげてもらいたい、だか
らそのための場を作る、これは良いことと思います。
　「自分の意見も聞いてくれる」という期待が持てれ
ば今、まさに生活している若者を安中市につなぎとめ
る効果にもなると思います。

　小竹先生は現在、市が進める総合計画審議会
の会長でもありますが、若者の声を総合計画に
生かすという取り組みをどうとらえますか

　安中市が抱える地域問題に、若者が興味をもつきっ
かけになると思います。また、総合計画の中に「若者

はこういう意見を持っている」という記述も入れた方
が良いとも思います。だれが言ったかわからないよう
に織り込んで、何となく計画の中に入るより、「若者
はこう言っている」という記述を返すことで、自分た
ちの意見がとおったと成功体験のような、見える形で
反映させることは重要だと思います。

　このワークショップをとおして、高校生が何
か関心や手ごたえを感じたとすれば、それを持
ち続けるために行政はどのような後押しをする
べきでしょうか

　大切なのは違う世代といろいろな話ができること。
自分が思っていることは、違う世界、世代から見ると
こう見えるんだ、ということを確認できる場が必要だ
と思います。
 行政としては「シチズンシップ教育（※）」を強化す
ることが必要でしょう。地域課題を意識し自立した市
民になり、将来の安中市を担ってもらうためには必須
だと思います。
　自分の周りで起きていることを理解し、でも違う世
代から見れば「その論点もあるかもしれないね」とい
うことも認識できれば自分のふところも広くなるし、
人間性も豊かになるかなと思います。

　最後に、未来の安中市を担う若者たちにメッ
セージをお願いします

　何かに興味を持ったら、ただ待つだけじゃなくて、
自分から調べに行くような好奇心がほしいですね。遊
園地のように「楽しませてもらうことを楽しむ」ので
はなく、自分で楽しさを見つけてほしい。そうすれ
ば、地域の良い面、悪い面への観察眼が出てくると思
います。
　不思議だと思ったら調べる、実際に見に行ってほし
い。それが、その地域課題の現状を把握するのに役立
ちます。それは決して
楽しいだけではなく、
つらい社会問題の現実
を突きつけられるかも
しれない。でも、都合
の良い現実だけではな
くて、本当に都合の悪
い現実もしっかり受け
止められる、そんな人
間性をぜひ身につけて
ほしいと思います。

第1回あんなか景観まちづくり賞の結果を発表します

建築物部門

　4月から募集を行っていた第1回あんなか景観まちづくり賞について、つぎの5件の授賞を決定しました。
美しい景観を未来につなぐため、今後もより良い景観まちづくりにご協力をお願いします。

景観イベント参加者募集
～あんなか景観まちづくり賞授賞式　×　崇台山・大桐ハイキング～

PIck Up
興味、好奇心が　地域課題の解決につながる

小竹 裕人さん プロフィール
 群馬大学情報学部教授。専
門分野は公共政策論（経済
学）、政策評価。

　景観イベントとして、第1回あんなか景観まちづ
くり賞の授賞式と崇台山・大桐ハイキングを開催し
ます。崇台山は、安中市景観計画の眺望点のひとつ
で、ふもとから頂上まで約15分で登れる低山で
す。ぜひ素敵な景観を見つけませんか。
■日 12月9日（土）
■時 午後1時30分～（3時間程度）　
■場 学習の森ふるさと学習館市民ギャラリー
■対 中学生以上　■定 先着40人

崇台山の大桐を景観重要樹木に指定しました

　優れた樹高を有し、今後の安中市の良好な景観の形成に重要な樹木として、崇
台山の大桐を景観重要樹木第1号に指定しました。景観重要樹木の指定は県内初
です。近隣の崇台山や、里山の花畑ともあわせ、市の良好な景観まちづくりを象
徴する樹木として活用を図り、維持・管理を支援していきます。

■￥ 無料　　　　　　　
■応 11月20日（月）までに下記に電話か電子メール
で、代表および参加者氏名、年齢、住所、連絡先を
お知らせください。
※ハイキングは市民ギャラリーでの授賞式後、参加
してください
■申 ・■問 □本 都市計画課計画係（☎内線1211）
■e toshikeikaku@city.annaka.lg.jp

景観イベント■HP ▶

活動部門

景観まちづくり賞動画▶

長伝寺　離れ及び塀（板鼻2丁目）

いきまち倶楽部（秋間みのりが丘） 末広町内会（原市2丁目） 尾崎村玉菊の会（下磯部）

東和銀行　安中支店（安中3丁目）

景観重要樹木動画▶

崇
台
山
の
大
桐（
上
間
仁
田
）

所
有
者
　㈱
東
和
銀
行

設
計
者
　関
東
建
設
工
業
㈱

施
工
者
　関
東
建
設
工
業
㈱

所
有
者
　宗
教
法
人
　長
伝
寺

設
計
者
　一
級
建
築
士
事
務
所

　
　
　
　野
積
基
子
設
計
室

施
工
者
　野
積
建
設
㈱



安中市役所　☎027－382－1111 98 2023年11月1日号□本 ＝本庁舎　□松 ＝松井田庁舎　□谷 ＝谷津庁舎　□ク ＝碓氷川クリーンセンター　□ス ＝スポーツセンター

※社会の一員として自立し、権利と義務の行使により、社会に積極的に関わろうとする態度を身に付けるため、
社会形成・社会参加に関する教育のこと

　どうすれば若い世代が市政に興味を持ってくれるか
－。公共政策がご専門で長年、安中市総合計画の策定
に関わっており、市の行財政の課題について検討され
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に織り込んで、何となく計画の中に入るより、「若者
はこう言っている」という記述を返すことで、自分た
ちの意見がとおったと成功体験のような、見える形で
反映させることは重要だと思います。
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ち続けるために行政はどのような後押しをする
べきでしょうか

　大切なのは違う世代といろいろな話ができること。
自分が思っていることは、違う世界、世代から見ると
こう見えるんだ、ということを確認できる場が必要だ
と思います。
 行政としては「シチズンシップ教育（※）」を強化す
ることが必要でしょう。地域課題を意識し自立した市
民になり、将来の安中市を担ってもらうためには必須
だと思います。
　自分の周りで起きていることを理解し、でも違う世
代から見れば「その論点もあるかもしれないね」とい
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令和4年度安中市各会計の決算報告

PIck Up

■問 □本 財政課財務係（☎内線1053）

　特別会計は、特定の事業のために一般
会計と切り離して経理しているもので、
本市の特別会計は国民健康保険、後期高
齢者医療、介護保険の3つの特別会計で
構成されています。
　令和4年度の特別会計総額は、歳入が
139億3,508万円、歳出が135億7,840万
円で、歳入歳出差引残額は3億5,668万円
の黒字決算となりました。

一　般　会　計
　本市の令和4年度一般会計総額は、歳入270億3,444万円、歳出255億9,756万円で、歳入から歳出を差し引
いた形式収支は14億3,688万円、形式収支から翌年度への繰越財源を差し引いた実質収支は13億324万円で、
黒字決算となりました。

企　業　会　計

特　別　会　計

0 20億

国 民 健 康 保 険

後期高齢者医療

介　護　保　険

40億 60億 80億

歳入　62億3,508万円
歳出　61億8,341万円

歳入　8億8,886万円
歳出　8億8,587万円

歳入　68億1,114万円
歳出　65億912万円

歳 入
270億3,444万円

歳 出
255億9,756万円

市税
114億5,897万円
42.4%

民生費
97億1,960万円
38.0%

土木費
20億894万円
7.8%

総務費
31億7,704万円
12.4%

衛生費
29億1,873万円
11.4%

公債費
27億5,360万円
10.8%

教育費
25億3,488万円
9.9%

消防費
8億7,662万円
3.4%

商工費
7億3,596万円
2.9%

農林水産業費
5億2,172万円
2.1%

議会費
2億1,637万円
0.8%
その他
1億3,410万円
0.5%

国庫支出金
44億1,597万円
16.3%

地方交付税
35億9,969万円
13.3%

県支出金
19億2,377万円
7.1%

地方消費税交付金
14億157万円
5.2%

市債
8億5,320万円
3.2%

繰越金
6億2,713万円
2.3%

繰入金
5億8,464万円
2.2%

諸収入
5億7,928万円
2.1% 使用料及び手数料

3億6,960万円
1.4%
その他
12億2,062万円
4.5%

○健全化判断比率 （単位：％） （単位：％）

地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき、下記のとおり公表します。

○資金不足比率
　　特別会計の名称
水道事業会計
下水道事業会計
病院事業会計
介護サービス事業会計

実質赤字比率
連結実質赤字比率
実質公債費比率
将来負担比率

比率
－
－
7.6
－

資金不足比率
－
－
－
－

※実質赤字比率および連結実質赤字比率は、赤字額が算出されないため「－」で表示し
ました
※将来負担比率については、算出されないため「－」で表示しました

※全ての会計で資金不足が算出されないため、資金不足
比率は「－」で表示しました

早期健全化基準
12.73　
17.73　
25.0

350.0

財政再生基準
20.00
30.00
  35.0

令和4年度決算では、いずれの比率も国の定める基準を下回っていて、本市の財政状況は健全な状態です。

水道事業
水道事業収益
営業収益
営業外収益
特別利益
水道事業収益合計

11億8,230万円
1億9,045万円

50万円
13億7,325万円

収益的収入及び支出
水道事業費用
営業費用
営業外費用
特別損失
予備費
水道事業費用合計

11億1,095万円
8,726万円

0円
0円

11億9,821万円

資本的収入
企業債
他会計出資金
他会計負担金
固定資産売却代金
工事負担金
国庫補助金
資本的収入合計

4億3,180万円
2,026万円

170万円
0円

2,936万円
0円

4億8,312万円

資本的収入及び支出
資本的支出
建設改良費
企業債償還金
予備費
資本的支出合計
不足額

 8億2,444万円
4億1,383万円

0円
12億3,827万円
7億5,515万円

資本的収入額が資本的支出額に不足する額7億5,515万円は、当年度分消
費税及び地方消費税資本的収支調整額7,260万円、当年度分損益勘定留保
資金4億5,316万円及び建設改良積立金2億2,939万円で補てんしました。

下水道事業
公共下水道事業収益
営業収益
営業外収益
特別利益
公共下水道事業収益合計

1億7,284万円
6億2,160万円

0円
7億9,444万円

収益的収入及び支出
公共下水道事業費用
営業費用
営業外費用
特別損失
予備費
公共下水道事業費用合計

5億3,867万円
8,081万円

0円
0円

6億1,948万円

資本的収入
企業債
負担金
補助金
資本的収入合計

7,180万円
1億6,572万円

8,147万円
3億1,899万円

資本的収入及び支出
資本的支出
建設改良費
企業債償還金
予備費
資本的支出合計
不足額

 2億9,847万円
3億3,934万円

0円
6億3,781万円
3億1,882万円

資本的収入額が資本的支出額に不足する額3億1,882万円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,172万円、当年度分損益勘定留保資金2億
432万円、繰越利益剰余金処分額1億278万円で補てんしました。

病院事業
病院事業収益
医業収益
医業外収益
病院事業収益合計

21億9,317万円
8億2,737万円

30億2,054万円

収益的収入及び支出
病院事業費用
医業費用
医業外費用
特別損失
予備費
病院事業費用合計

29億822万円
7,243万円

253万円
0円

29億8,318万円

資本的収入
他会計負担金
企業債
資本的収入合計

8,186万円
5,800万円

1億3,986万円

資本的収入及び支出
資本的支出
建設改良費
企業債償還金
資本的支出合計
不足額

 6,495万円
1億5,348万円
2億1,843万円

7,857万円
資本的収入額が資本的支出額に不足する額7,857万円は、当年度分消費税資本的収支調整額588万円及び過年度分損益勘定留保資金7,269万円で補てんしま
した。

資本的収入額が資本的支出額に不足する額43万円は、過年度分損益勘定
留保資金43万円で補てんしました。

介護サービス事業
介護サービス事業収益
営業収益
営業外収益
介護サービス事業収益合計

3,018万円
858万円

3,876万円

収益的収入及び支出
介護サービス事業費用
営業費用
営業外費用
予備費
介護サービス事業費用合計

3,841万円
2万円

0円
3,843万円

資本的収入
資本的収入合計 0円

資本的収入及び支出
資本的支出
建設改良費
資本的支出合計
不足額

43万円
43万円
43万円
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令和4年度安中市各会計の決算報告

PIck Up

■問 □本 財政課財務係（☎内線1053）

　特別会計は、特定の事業のために一般
会計と切り離して経理しているもので、
本市の特別会計は国民健康保険、後期高
齢者医療、介護保険の3つの特別会計で
構成されています。
　令和4年度の特別会計総額は、歳入が
139億3,508万円、歳出が135億7,840万
円で、歳入歳出差引残額は3億5,668万円
の黒字決算となりました。

一　般　会　計
　本市の令和4年度一般会計総額は、歳入270億3,444万円、歳出255億9,756万円で、歳入から歳出を差し引
いた形式収支は14億3,688万円、形式収支から翌年度への繰越財源を差し引いた実質収支は13億324万円で、
黒字決算となりました。

企　業　会　計

特　別　会　計

0 20億

国 民 健 康 保 険

後期高齢者医療

介　護　保　険

40億 60億 80億

歳入　62億3,508万円
歳出　61億8,341万円

歳入　8億8,886万円
歳出　8億8,587万円

歳入　68億1,114万円
歳出　65億912万円

歳 入
270億3,444万円

歳 出
255億9,756万円

市税
114億5,897万円
42.4%

民生費
97億1,960万円
38.0%

土木費
20億894万円
7.8%

総務費
31億7,704万円
12.4%

衛生費
29億1,873万円
11.4%

公債費
27億5,360万円
10.8%

教育費
25億3,488万円
9.9%

消防費
8億7,662万円
3.4%

商工費
7億3,596万円
2.9%

農林水産業費
5億2,172万円
2.1%

議会費
2億1,637万円
0.8%
その他
1億3,410万円
0.5%

国庫支出金
44億1,597万円
16.3%

地方交付税
35億9,969万円
13.3%

県支出金
19億2,377万円
7.1%

地方消費税交付金
14億157万円
5.2%

市債
8億5,320万円
3.2%

繰越金
6億2,713万円
2.3%

繰入金
5億8,464万円
2.2%

諸収入
5億7,928万円
2.1% 使用料及び手数料

3億6,960万円
1.4%
その他
12億2,062万円
4.5%

○健全化判断比率 （単位：％） （単位：％）

地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき、下記のとおり公表します。

○資金不足比率
　　特別会計の名称
水道事業会計
下水道事業会計
病院事業会計
介護サービス事業会計

実質赤字比率
連結実質赤字比率
実質公債費比率
将来負担比率

比率
－
－
7.6
－

資金不足比率
－
－
－
－

※実質赤字比率および連結実質赤字比率は、赤字額が算出されないため「－」で表示し
ました
※将来負担比率については、算出されないため「－」で表示しました

※全ての会計で資金不足が算出されないため、資金不足
比率は「－」で表示しました

早期健全化基準
12.73　
17.73　
25.0

350.0

財政再生基準
20.00
30.00
  35.0

令和4年度決算では、いずれの比率も国の定める基準を下回っていて、本市の財政状況は健全な状態です。

水道事業
水道事業収益
営業収益
営業外収益
特別利益
水道事業収益合計

11億8,230万円
1億9,045万円

50万円
13億7,325万円

収益的収入及び支出
水道事業費用
営業費用
営業外費用
特別損失
予備費
水道事業費用合計

11億1,095万円
8,726万円

0円
0円

11億9,821万円

資本的収入
企業債
他会計出資金
他会計負担金
固定資産売却代金
工事負担金
国庫補助金
資本的収入合計

4億3,180万円
2,026万円

170万円
0円

2,936万円
0円

4億8,312万円

資本的収入及び支出
資本的支出
建設改良費
企業債償還金
予備費
資本的支出合計
不足額

 8億2,444万円
4億1,383万円

0円
12億3,827万円
7億5,515万円

資本的収入額が資本的支出額に不足する額7億5,515万円は、当年度分消
費税及び地方消費税資本的収支調整額7,260万円、当年度分損益勘定留保
資金4億5,316万円及び建設改良積立金2億2,939万円で補てんしました。

下水道事業
公共下水道事業収益
営業収益
営業外収益
特別利益
公共下水道事業収益合計

1億7,284万円
6億2,160万円

0円
7億9,444万円

収益的収入及び支出
公共下水道事業費用
営業費用
営業外費用
特別損失
予備費
公共下水道事業費用合計

5億3,867万円
8,081万円

0円
0円

6億1,948万円

資本的収入
企業債
負担金
補助金
資本的収入合計

7,180万円
1億6,572万円

8,147万円
3億1,899万円

資本的収入及び支出
資本的支出
建設改良費
企業債償還金
予備費
資本的支出合計
不足額

 2億9,847万円
3億3,934万円

0円
6億3,781万円
3億1,882万円

資本的収入額が資本的支出額に不足する額3億1,882万円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,172万円、当年度分損益勘定留保資金2億
432万円、繰越利益剰余金処分額1億278万円で補てんしました。

病院事業
病院事業収益
医業収益
医業外収益
病院事業収益合計

21億9,317万円
8億2,737万円

30億2,054万円

収益的収入及び支出
病院事業費用
医業費用
医業外費用
特別損失
予備費
病院事業費用合計

29億822万円
7,243万円

253万円
0円

29億8,318万円

資本的収入
他会計負担金
企業債
資本的収入合計

8,186万円
5,800万円

1億3,986万円

資本的収入及び支出
資本的支出
建設改良費
企業債償還金
資本的支出合計
不足額

 6,495万円
1億5,348万円
2億1,843万円

7,857万円
資本的収入額が資本的支出額に不足する額7,857万円は、当年度分消費税資本的収支調整額588万円及び過年度分損益勘定留保資金7,269万円で補てんしま
した。

資本的収入額が資本的支出額に不足する額43万円は、過年度分損益勘定
留保資金43万円で補てんしました。

介護サービス事業
介護サービス事業収益
営業収益
営業外収益
介護サービス事業収益合計

3,018万円
858万円

3,876万円

収益的収入及び支出
介護サービス事業費用
営業費用
営業外費用
予備費
介護サービス事業費用合計

3,841万円
2万円

0円
3,843万円

資本的収入
資本的収入合計 0円

資本的収入及び支出
資本的支出
建設改良費
資本的支出合計
不足額

43万円
43万円
43万円
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PIck Up
人事行政の運営等の状況について

　市民の皆さんに、市役所について、より一層のご
理解をいただけるよう、令和4年度の市の人事行政
の運営などの状況についてお知らせします。

　なお、より詳細な内容については、市■HP で公開し
ています。

対前年
増減数

0
2
0
1
0
0
0
1

－1
3

－4
0

－1
1
0
1

－1
1
0

R3
5

106
34
65
43
1

27
9

44
334
74
3

411
137
34
9

39
219
630

R4
5

108
34
66
43
1

27
10
43

337
70
3

410
138
34
10
38

220
630

議　　会
総　　務
税　　務
民　　生
衛　　生
労　　働
農林水産
商　　工
土　　木
　 計

教　　　　育
消　　　　防
小　　　　計
病　　　　院
水　　　　道
下 　 水 　 道
そ 　 の 　 他
小　　　　計
合　　計

普
通
会
計
部
門

公
営
企
業
等
会
計
部
門

一
般
行
政
部
門

区　　分
部　　門

職員数 20歳
未満
2人

20～
23歳
15人

24～
27歳
49人

28～
31歳
71人

32～
35歳
80人

36～
39歳
52人

区　分

職員数
40～
43歳
73人

44～
47歳
98人

48～
51歳
85人

52～
55歳
58人

56～
59歳
46人

60歳
以上
1人

区　分

職員数

■職員の任免および職員数
（1）職員の任免状況（令和4年度中　医療職含む）　採用者数…29人　退職者数…20人
（2）職員数の状況
ア　部門別職員数の状況（各年4月1日現在） イ　年齢別職員構成の状況（令和4年4月1日現在）

金額など  
4,325千円

11,752千円
26.9％

6,833円

　　　　 項　　　　目
①職員厚生会に対する助成金額
②会員による掛金の額
③公費負担率：①/（①+②）
④会員1人あたりの補助金額：
　①/会員数（633人）

■職員の福祉および利益の保護
（1）職員の健康の保持増進対策
毎年、定期健康診断を実施し、職員の健康の保持増進に
努めています。

（2）職員厚生会に対する助成の状況

■公平委員会の業務
（1）勤務条件に関する措置の要求の状況
令和4年度において、措置要求はありませんでした。

（2）不利益処分に関する不服申立ての状況
令和4年度において、不服申立てはありませんでした。
■職員の分限および懲戒処分

（1）分限処分　職員の勤務実績が良くない、その職に必
要な適格性を欠くなどの場合に行われる処分で、免職・
休職・降任・降給があります。

（2）懲戒処分　職員が職務上の義務違反や公務員とし
てふさわしくない非行を行った場合に行われる処分で、免
職・停職・減給・戒告があります。

Ｈ29

341

84

2

427

236

663

Ｈ30

341

80

2

423

231

654

R1

335

80

3

418

222

640

R2

334

77

3

414

222

636

R3

334

74

3

411

219

630

R4

337

70

3

410

220

630

過去5年間
の増減数（率）

－4
－1.1％
－14

－16.6％
1

50.0%
－17

－3.9％
－16

－6.7％
－33

－4.9％

年度
部門別
一般
行政
教育

消防
普通会計

計
公営企業
等会計 計
総合計

ウ　職員数の推移

※普通会計部門における人口10,000人あたり職員数
73.11人（類似団体の人口10,000人あたり職員数
75.71人） ※各年における定員管理調査において報告した部門別職員数

中級
（短大卒業以上）

47人
11人
11人

初級
（高校卒業）

9 人
2 人
1 人

障害者

8 人
0 人
0 人

保健師

2 人
2 人
2 人

土木技術

2人
0人
0人

建築士

2人
1人
1人

試験区分

申込者数
合格者数
採用者数

（3）採用試験の実施状況（令和5年4月1日採用　医療職除く）

合計…630人

■問 □本 職員課給与厚生係（☎内線1032）

■職員の勤務時間・その他勤務条件
（1）勤務時間
1週間の勤務時間…38時間45分
始業時間…午前8時30分　終業時間…午後5時15分

（2）休暇の種類
年次有給休暇・病気休暇・特別休暇・介護休暇

■職員の休業に関する状況
育児休業および部分休業
育児休業…子の養育のためその子が3歳に達する日まで
取得できます。
部分休業…小学校就学の始期に達するまでの子を養育
する場合に1日2時間を超えない範囲で取得できます。

■職員の服務
営利企業等の従事状況
職員が営利企業等に従事することは制限されていますが、
消防団などの活動には許可を得て従事させています。
■職員の研修
研修の実施状況（主なもの）
ア　一般研修　　　　  8種
イ　特別研修　（ア）専門研修　　　  7種
　　　　　　　（イ）派遣研修　　　21種
　　　　　　　（ウ）自主・通信研修　 6種

評価の種類
対 象 職 員
評　価　者

能力評価・業績評価
全職員
課長（相当職を含む）以上の職にある者

■職員の人事評価
人事評価を人事管理の基礎および職員の人材育成に活
用し、公共の福祉やサービスの資質向上に繋げるための
制度です。

（7）職員手当の状況
ア　期末手当・勤勉手当
期末手当…年間2.40月分
勤勉手当…年間2.00月分
※職制上の段階・職務の等級により役職加算が5～15％あります。
イ　退職手当（令和4年4月1日現在）
勤続35年…自己都合退職：39.7575月分
　　　　　 勧奨・定年退職：47.709月分
※定年前早期退職特例措置（2～20％加算）
※退職時特別昇給はありません
ウ　特殊勤務手当（令和4年4月1日現在）
市税徴収業務手当・社会福祉業務手当・火葬業務手当・
夜間看護手当・拘束手当など19手当
エ　時間外勤務手当（上下水道・病院・介護サービス事業

を除く）
支給実績…103,625千円
職員1人あたり平均支給額（令和4年度決算）…233千円
オ　その他手当（令和4年4月1日現在）
扶養手当・住居手当・通勤手当・管理職手当

区分
7級
6級
5級
4級
3級
2級
1級

職員数
10人
17人
40人

104人
120人
66人
12人

構成比
2.7％
4.6％

10.8％
28.2％
32.5％
17.9％
3.3％

標準的な職務内容
部長
参事

課長・主幹
課長補佐・係長・主査

主査・主任
主事・技師

主事補・技師補

（6）一般行政職の級別職員数等の状況
　  （令和4年4月1日現在）

※令和3年度の人件費率15.6％

住民基本台帳人口
（令和4年度末）

55,030人

人件費率
（B/A）
15.6%

■職員の給与
（1）人件費の状況（令和4年度普通会計決算）

人件費B
4,090,871
　　千円

実質収支
1,303,239
　　千円

歳出額A
25,530,887
　　千円

区分
安中市

（一般行政職）
安中市

（技能労務職）
群馬県

国

平均年齢
41.0歳

48.3歳
43.1歳
42.7歳

平均給料月額
315,000円

316,700円
330,200円
323,711円

平均給与月額
375,250円

354,384円
408,999円

－

（3）職員の平均年齢、平均給料月額および平均給与月
額の状況（令和4年4月1日現在）

※職員手当には、退職手当を含みません

職員数
A

410人

給料
1,553,667
　  千円

職員手当
278,930
　千円

期末・
勤勉手当
591,141
　千円

 
計　B

2,423,738
　  千円

1人あたり
給与費

（B/A）
5,912
　千円

給与費
（2）職員給与費の状況（令和4年度普通会計決算）

　　　　区分
一般行政職
技能労務職

大学卒
高校卒
高校卒

安中市
182,200円
150,600円
150,600円

群馬県
187,200円
153,900円
149,500円

国
182,200円
150,600円

－

（4）職員の初任給の状況（令和4年4月1日現在）

（5）職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況
　  （令和4年4月1日現在）
　　　　区分

一般行政職
技能労務職

大学卒
高校卒
高校卒

経験年数7年
以上10年未満
251,400円
228,400円
211,200円

経験年数10年
以上15年未満
280,900円
261,900円

－

経験年数15年
以上20年未満
321,700円
305,500円
303,900円

■職員の退職管理
（1）退職者による依頼等の規制
退職者が離職後2年間、離職前5年間に属した部署の職
員に対して、職務上の行為をするように、又はしないように
要求・依頼することを禁止しています。

（2）届出
退職者で管理・監督の地位にあった職員が、離職後2年
間において営利企業等に就職した場合は、速やかに届け
出なければならないとしています。令和3年度・4年度にお
ける退職者の再就職等の状況は次のとおりです。

退職年度
令和3年度
令和4年度

届出対象者数
（退職者のうち課長級以上）

8人
7人

営利企業等への従事者数
（届出対象者のうち届出提出者）

1人
0人
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PIck Up
人事行政の運営等の状況について

　市民の皆さんに、市役所について、より一層のご
理解をいただけるよう、令和4年度の市の人事行政
の運営などの状況についてお知らせします。

　なお、より詳細な内容については、市■HP で公開し
ています。

対前年
増減数

0
2
0
1
0
0
0
1

－1
3

－4
0

－1
1
0
1

－1
1
0

R3
5

106
34
65
43
1

27
9

44
334
74
3

411
137
34
9

39
219
630

R4
5

108
34
66
43
1

27
10
43

337
70
3

410
138
34
10
38

220
630

議　　会
総　　務
税　　務
民　　生
衛　　生
労　　働
農林水産
商　　工
土　　木
　 計

教　　　　育
消　　　　防
小　　　　計
病　　　　院
水　　　　道
下 　 水 　 道
そ 　 の 　 他
小　　　　計
合　　計

普
通
会
計
部
門

公
営
企
業
等
会
計
部
門

一
般
行
政
部
門

区　　分
部　　門

職員数 20歳
未満
2人

20～
23歳
15人

24～
27歳
49人

28～
31歳
71人

32～
35歳
80人

36～
39歳
52人

区　分

職員数
40～
43歳
73人

44～
47歳
98人

48～
51歳
85人

52～
55歳
58人

56～
59歳
46人

60歳
以上
1人

区　分

職員数

■職員の任免および職員数
（1）職員の任免状況（令和4年度中　医療職含む）　採用者数…29人　退職者数…20人
（2）職員数の状況
ア　部門別職員数の状況（各年4月1日現在） イ　年齢別職員構成の状況（令和4年4月1日現在）

金額など  
4,325千円

11,752千円
26.9％

6,833円

　　　　 項　　　　目
①職員厚生会に対する助成金額
②会員による掛金の額
③公費負担率：①/（①+②）
④会員1人あたりの補助金額：
　①/会員数（633人）

■職員の福祉および利益の保護
（1）職員の健康の保持増進対策
毎年、定期健康診断を実施し、職員の健康の保持増進に
努めています。

（2）職員厚生会に対する助成の状況

■公平委員会の業務
（1）勤務条件に関する措置の要求の状況
令和4年度において、措置要求はありませんでした。

（2）不利益処分に関する不服申立ての状況
令和4年度において、不服申立てはありませんでした。
■職員の分限および懲戒処分

（1）分限処分　職員の勤務実績が良くない、その職に必
要な適格性を欠くなどの場合に行われる処分で、免職・
休職・降任・降給があります。

（2）懲戒処分　職員が職務上の義務違反や公務員とし
てふさわしくない非行を行った場合に行われる処分で、免
職・停職・減給・戒告があります。

Ｈ29

341

84

2

427

236

663

Ｈ30

341

80

2

423

231

654

R1

335

80

3

418

222

640

R2

334

77

3

414

222

636

R3

334

74

3

411

219

630

R4

337

70

3

410

220

630

過去5年間
の増減数（率）

－4
－1.1％
－14

－16.6％
1

50.0%
－17

－3.9％
－16

－6.7％
－33

－4.9％

年度
部門別
一般
行政
教育

消防
普通会計

計
公営企業
等会計 計
総合計

ウ　職員数の推移

※普通会計部門における人口10,000人あたり職員数
73.11人（類似団体の人口10,000人あたり職員数
75.71人） ※各年における定員管理調査において報告した部門別職員数

中級
（短大卒業以上）

47人
11人
11人

初級
（高校卒業）

9 人
2 人
1 人

障害者

8 人
0 人
0 人

保健師

2 人
2 人
2 人

土木技術

2人
0人
0人

建築士

2人
1人
1人

試験区分

申込者数
合格者数
採用者数

（3）採用試験の実施状況（令和5年4月1日採用　医療職除く）

合計…630人

■問 □本 職員課給与厚生係（☎内線1032）

■職員の勤務時間・その他勤務条件
（1）勤務時間
1週間の勤務時間…38時間45分
始業時間…午前8時30分　終業時間…午後5時15分

（2）休暇の種類
年次有給休暇・病気休暇・特別休暇・介護休暇

■職員の休業に関する状況
育児休業および部分休業
育児休業…子の養育のためその子が3歳に達する日まで
取得できます。
部分休業…小学校就学の始期に達するまでの子を養育
する場合に1日2時間を超えない範囲で取得できます。

■職員の服務
営利企業等の従事状況
職員が営利企業等に従事することは制限されていますが、
消防団などの活動には許可を得て従事させています。
■職員の研修
研修の実施状況（主なもの）
ア　一般研修　　　　  8種
イ　特別研修　（ア）専門研修　　　  7種
　　　　　　　（イ）派遣研修　　　21種
　　　　　　　（ウ）自主・通信研修　 6種

評価の種類
対 象 職 員
評　価　者

能力評価・業績評価
全職員
課長（相当職を含む）以上の職にある者

■職員の人事評価
人事評価を人事管理の基礎および職員の人材育成に活
用し、公共の福祉やサービスの資質向上に繋げるための
制度です。

（7）職員手当の状況
ア　期末手当・勤勉手当
期末手当…年間2.40月分
勤勉手当…年間2.00月分
※職制上の段階・職務の等級により役職加算が5～15％あります。
イ　退職手当（令和4年4月1日現在）
勤続35年…自己都合退職：39.7575月分
　　　　　 勧奨・定年退職：47.709月分
※定年前早期退職特例措置（2～20％加算）
※退職時特別昇給はありません
ウ　特殊勤務手当（令和4年4月1日現在）
市税徴収業務手当・社会福祉業務手当・火葬業務手当・
夜間看護手当・拘束手当など19手当
エ　時間外勤務手当（上下水道・病院・介護サービス事業

を除く）
支給実績…103,625千円
職員1人あたり平均支給額（令和4年度決算）…233千円
オ　その他手当（令和4年4月1日現在）
扶養手当・住居手当・通勤手当・管理職手当

区分
7級
6級
5級
4級
3級
2級
1級

職員数
10人
17人
40人

104人
120人
66人
12人

構成比
2.7％
4.6％

10.8％
28.2％
32.5％
17.9％
3.3％

標準的な職務内容
部長
参事

課長・主幹
課長補佐・係長・主査

主査・主任
主事・技師

主事補・技師補

（6）一般行政職の級別職員数等の状況
　  （令和4年4月1日現在）

※令和3年度の人件費率15.6％

住民基本台帳人口
（令和4年度末）

55,030人

人件費率
（B/A）
15.6%

■職員の給与
（1）人件費の状況（令和4年度普通会計決算）

人件費B
4,090,871
　　千円

実質収支
1,303,239
　　千円

歳出額A
25,530,887
　　千円

区分
安中市

（一般行政職）
安中市

（技能労務職）
群馬県

国

平均年齢
41.0歳

48.3歳
43.1歳
42.7歳

平均給料月額
315,000円

316,700円
330,200円
323,711円

平均給与月額
375,250円

354,384円
408,999円

－

（3）職員の平均年齢、平均給料月額および平均給与月
額の状況（令和4年4月1日現在）

※職員手当には、退職手当を含みません

職員数
A

410人

給料
1,553,667
　  千円

職員手当
278,930
　千円

期末・
勤勉手当
591,141
　千円

 
計　B

2,423,738
　  千円

1人あたり
給与費

（B/A）
5,912
　千円

給与費
（2）職員給与費の状況（令和4年度普通会計決算）

　　　　区分
一般行政職
技能労務職

大学卒
高校卒
高校卒

安中市
182,200円
150,600円
150,600円

群馬県
187,200円
153,900円
149,500円

国
182,200円
150,600円

－

（4）職員の初任給の状況（令和4年4月1日現在）

（5）職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況
　  （令和4年4月1日現在）
　　　　区分

一般行政職
技能労務職

大学卒
高校卒
高校卒

経験年数7年
以上10年未満
251,400円
228,400円
211,200円

経験年数10年
以上15年未満
280,900円
261,900円

－

経験年数15年
以上20年未満
321,700円
305,500円
303,900円

■職員の退職管理
（1）退職者による依頼等の規制
退職者が離職後2年間、離職前5年間に属した部署の職
員に対して、職務上の行為をするように、又はしないように
要求・依頼することを禁止しています。

（2）届出
退職者で管理・監督の地位にあった職員が、離職後2年
間において営利企業等に就職した場合は、速やかに届け
出なければならないとしています。令和3年度・4年度にお
ける退職者の再就職等の状況は次のとおりです。

退職年度
令和3年度
令和4年度

届出対象者数
（退職者のうち課長級以上）

8人
7人

営利企業等への従事者数
（届出対象者のうち届出提出者）

1人
0人
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■問 □本 秘書課秘書係（☎内線1012）
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ー
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健
康・医
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祉

く
ら
し
・
手
続

児童虐待とは？

　子どもへの虐待を防止するための啓発活動が全国的に行われます。この機会に児童虐待問題に関心を寄せて
いただき、地域全体で子育てを支援し、虐待を防ぎましょう。

　児童相談所の相談対応件数は年々増えています。また、保護者が「しつけ」と称して暴力、虐待を行い、死
亡に至るといった重大な結果につながるものもあります。

瑞宝双光章
中島 公男 さん
（松井田町五料）

瑞宝双光章
須賀  熙さん

（郷原）

11月は「オレンジリボン・
児童虐待防止推進キャンペーン」月間です 高齢者叙勲

受章おめでとうございます

■持 母子手帳、バスタオル、各種健康診査票、
子育て支援ノート、健やか親子21アンケート

（4か月児、1歳6か月児、3歳児）、当日尿（3
歳児のみ）、仕上げ磨き用歯ブラシ（1歳児、
1歳6か月児、2歳児、2歳6か月児、3歳児）

こども医療でんわ相談（☎♯8000）
　県は、夜間や休日におけるお子さんの病気への対処方法や、応急処置などを電話で相談できる「こども
医療でんわ相談（☎＃8000）」を実施しています。
○月～土曜日：午後6時～翌午前8時、日曜・祝日・年末年始：24時間受付

11～12月の乳幼児健診

4か月児健診
11月28日（火）　令和5年  7月生
12月26日（火）　令和5年  8月生

8か月児健診
11月21日（火）　令和5年  2月生
12月19日（火）　令和5年  3月生

1歳児すくすく相談
11月27日（月）　令和4年10月生
12月25日（月）　令和4年11月生

3歳児健診
11月  2日（木）　令和2年  9月生
12月  7日（木）　令和2年10月生

1歳6か月児健診
11月  8日（水）　令和4年  4月生
12月13日（水）　令和4年  5月生

2歳6か月児歯科健診
11月16日（木）　令和3年  3月生
12月21日（木）　令和3年  4月生

2歳児歯科健診
11月22日（水）　令和3年  9月生
12月27日（水）　令和3年10月生

■場 安中市保健センター■時 午後1時～2時

子育て・教育 child rearing・education

※お子さんやご家族（保護者やきょうだいなど）で7日間以内に37.5度以上の熱や咳・鼻水・下痢などの症状が
ある場合、水ぼうそうやおたふくなどの感染が疑われる場合は別の健診日に変更してください

子
育
て
・
教
育

身体的虐待
殴る、蹴る、叩く、激しく揺さぶる、溺れさせ
る、やけどを負わせる、外にしめだす　など

性的虐待
子どもへの性的行為、性的行為をみせる、性的
な写真の被写体にする　など

ネグレクト
乳幼児を家に残して外出する、病院につれてい
かない、食事を与えない、ひどく不潔にする、
自動車の中に放置する　など

心理的虐待
言葉によるおどし、無視、きょうだい間の差
別、「産まれてこなければよかった」など言葉
の暴力、子どもの前で家族に対し暴力をふるう
など

児童虐待に気づくには？
　虐待をうけている子どもだけでなく、虐待している保護者にも特徴的な行動やサインがあらわれます。

　虐待は、子どもの体と心を深く傷つけ、体の成長や脳の発達に影響をおよぼしたり、心の傷（トラウマ）を
残したりすることがあります。「おかしいな」、「心配」などと気になることがあれば、まずは市や児童相談
所に連絡してください。
　相談者や内容についての秘密は守られます。匿名でも構いません。あなたの1本の電話で救われる子どもが
います。

子どものサイン
・不自然なあざややけどのあとがある
・衣類やからだがいつも汚れている
・落ち着きがなく乱暴　
・表情が乏しい、活気がない
・親がいなくなると急に表情が晴れる
・夜遅くまで一人で家の外にいる　　　など

児童虐待・育児に関する相談窓口
児童相談所虐待対応ダイヤル（☎189）

（24時間　最寄りの児童相談所につながります）
西部児童相談所（☎027－322－2498）
□本 子ども課　家庭児童相談　（☎027－382－8005）
□松 住民福祉課　福祉子ども係（☎027－393－7070）

保護者のサイン
・地域などと交流が少なく孤立している
・小さい子どもを家に置いたまま外出している
・子育てについて拒否的、無関心である
・人前でこどもを厳しく叱る、叩く
・子どものけがについて不自然な説明をする
・家の中や外が散らかっていて、不衛生　など

いちはやく

オレンジリボンには
子どもの虐待を防止すると
いうメッセージが込められ
ています

※許可をいただいた人のみ写真を掲載
　しています

■問 高崎市等広域消防局予防課（☎027－324－2214）

秋季全国火災予防運動

期間　11月9日（木）～11月15日（水）

「火を消して　不安を消して　つなぐ未来」
　　　　　　　　　　　　　　　　（2023年全国統一防火標語）

空気が乾燥し、火災が発生しやすくなっています。火の取扱いに
十分注意しましょう。住宅用火災警報器を設置しましょう。
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児童虐待とは？

　子どもへの虐待を防止するための啓発活動が全国的に行われます。この機会に児童虐待問題に関心を寄せて
いただき、地域全体で子育てを支援し、虐待を防ぎましょう。

　児童相談所の相談対応件数は年々増えています。また、保護者が「しつけ」と称して暴力、虐待を行い、死
亡に至るといった重大な結果につながるものもあります。

瑞宝双光章
中島 公男 さん
（松井田町五料）

瑞宝双光章
須賀  熙さん

（郷原）

11月は「オレンジリボン・
児童虐待防止推進キャンペーン」月間です 高齢者叙勲

受章おめでとうございます

■持 母子手帳、バスタオル、各種健康診査票、
子育て支援ノート、健やか親子21アンケート

（4か月児、1歳6か月児、3歳児）、当日尿（3
歳児のみ）、仕上げ磨き用歯ブラシ（1歳児、
1歳6か月児、2歳児、2歳6か月児、3歳児）

こども医療でんわ相談（☎♯8000）
　県は、夜間や休日におけるお子さんの病気への対処方法や、応急処置などを電話で相談できる「こども
医療でんわ相談（☎＃8000）」を実施しています。
○月～土曜日：午後6時～翌午前8時、日曜・祝日・年末年始：24時間受付

11～12月の乳幼児健診

4か月児健診
11月28日（火）　令和5年  7月生
12月26日（火）　令和5年  8月生

8か月児健診
11月21日（火）　令和5年  2月生
12月19日（火）　令和5年  3月生

1歳児すくすく相談
11月27日（月）　令和4年10月生
12月25日（月）　令和4年11月生

3歳児健診
11月  2日（木）　令和2年  9月生
12月  7日（木）　令和2年10月生

1歳6か月児健診
11月  8日（水）　令和4年  4月生
12月13日（水）　令和4年  5月生

2歳6か月児歯科健診
11月16日（木）　令和3年  3月生
12月21日（木）　令和3年  4月生

2歳児歯科健診
11月22日（水）　令和3年  9月生
12月27日（水）　令和3年10月生

■場 安中市保健センター■時 午後1時～2時

子育て・教育 child rearing・education

※お子さんやご家族（保護者やきょうだいなど）で7日間以内に37.5度以上の熱や咳・鼻水・下痢などの症状が
ある場合、水ぼうそうやおたふくなどの感染が疑われる場合は別の健診日に変更してください

子
育
て
・
教
育

身体的虐待
殴る、蹴る、叩く、激しく揺さぶる、溺れさせ
る、やけどを負わせる、外にしめだす　など

性的虐待
子どもへの性的行為、性的行為をみせる、性的
な写真の被写体にする　など

ネグレクト
乳幼児を家に残して外出する、病院につれてい
かない、食事を与えない、ひどく不潔にする、
自動車の中に放置する　など

心理的虐待
言葉によるおどし、無視、きょうだい間の差
別、「産まれてこなければよかった」など言葉
の暴力、子どもの前で家族に対し暴力をふるう
など

児童虐待に気づくには？
　虐待をうけている子どもだけでなく、虐待している保護者にも特徴的な行動やサインがあらわれます。

　虐待は、子どもの体と心を深く傷つけ、体の成長や脳の発達に影響をおよぼしたり、心の傷（トラウマ）を
残したりすることがあります。「おかしいな」、「心配」などと気になることがあれば、まずは市や児童相談
所に連絡してください。
　相談者や内容についての秘密は守られます。匿名でも構いません。あなたの1本の電話で救われる子どもが
います。

子どものサイン
・不自然なあざややけどのあとがある
・衣類やからだがいつも汚れている
・落ち着きがなく乱暴　
・表情が乏しい、活気がない
・親がいなくなると急に表情が晴れる
・夜遅くまで一人で家の外にいる　　　など

児童虐待・育児に関する相談窓口
児童相談所虐待対応ダイヤル（☎189）

（24時間　最寄りの児童相談所につながります）
西部児童相談所（☎027－322－2498）
□本 子ども課　家庭児童相談　（☎027－382－8005）
□松 住民福祉課　福祉子ども係（☎027－393－7070）

保護者のサイン
・地域などと交流が少なく孤立している
・小さい子どもを家に置いたまま外出している
・子育てについて拒否的、無関心である
・人前でこどもを厳しく叱る、叩く
・子どものけがについて不自然な説明をする
・家の中や外が散らかっていて、不衛生　など

いちはやく

オレンジリボンには
子どもの虐待を防止すると
いうメッセージが込められ
ています

※許可をいただいた人のみ写真を掲載
　しています

■問 高崎市等広域消防局予防課（☎027－324－2214）

秋季全国火災予防運動

期間　11月9日（木）～11月15日（水）

「火を消して　不安を消して　つなぐ未来」
　　　　　　　　　　　　　　　　（2023年全国統一防火標語）

空気が乾燥し、火災が発生しやすくなっています。火の取扱いに
十分注意しましょう。住宅用火災警報器を設置しましょう。
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乳がん・子宮がん集団検診の予約が始まります

集団検診　乳・子宮がん検診実施日、予約受付期間

　市は、乳・子宮がん検診を集団検診（保健セン
ターなど）と個別検診（市内医療機関）で行っていま
すので、どちらかを選び受診してください。

受診方法
○集団検診を希望する人
　集団検診は完全予約制です。市に電話で予約をし
てください。予約をしないと受診できません。集団
検診は下記日程で実施します。受診日ごとに予約受
付期間が異なるので、確認してください。また、昨
年度より受付時間を変更し、
　①午後1時15分～、②午後1時45分～
となります。
　1日の最大予約人数は50～80人です。
　子宮がん検診車の様式が変わり、待ち時間が長く
なりますので、ご了承ください。
　予約開始直後は電話が大変混雑し、繋がりにくく
なる場合があります。時間を空けての予約をお願い
します。

○個別検診を希望する人
　医療機関に予約し、受診シールを持参して受診し
てください。個別検診の受診期限は、令和6年1月
31日までです。例年、有効期限間近は受診が混雑

するため、早めに受診してください。期限を過ぎる
と、受診費用が全額自己負担になります。

●乳がん検診（視触診とマンモグラフィ）
■対 40歳以上の女性で、前年度市の乳がん検診を受
診していない人。（受診可能な人は受診シールに氏
名などが印字されています）
自己負担金　1,530円（70歳以上無料）
■持 乳がん健診受診シール、カーディガンなど前開き
で脇のゆったりした上衣
■他 マンモグラフィー検査による事故を防ぐため、検
査を実施できない人がいます。5月に通知したオレ
ンジ色の封筒に同封の検診案内（裏面）を必ず確認
してください。ネックレスやペンダントなどは外し
て来場してください。

●子宮がん検診（細胞診）
■対 20歳以上の女性
自己負担金　510円（70歳以上無料）
■持 子宮がん検診受診シール、ズボンなどで受診する
人はバスタオルを持参してください
■他 検査当日に生理があっても受診は可能ですが、正
しい結果が得られない場合があります。妊娠の可能
性のある人は、産婦人科を受診してください。

■問 ・■申 □本 健康づくり課予防係（☎内線1172）

認知症について
話せるカフェ

　認知症について話せるカフェ
「オレンジカフェ」は、認知症の
人やその家族、認知症に対して不
安がある人などが集まり、お茶を
飲みながら認知症についての悩み
を分かち合ったり、専門職からア
ドバイスを受けたりする場です。
今回の内容は座談会とゴスペル鑑
賞です。
■日 11月28日（火）
■時 午後2時～3時30分
■場 老人福祉センター
■対 認知症に関心がある人
■￥ 無料
■定 15人程度（要事前申込み）
■問 □本 高齢者支援課地域包括支援セ
ンター（☎内線1188）

脳の若返り教室
参加者募集

　タブレットを使ってゲームをし
たり、みんなで楽しく脳若トレー
ニングを受けませんか？スタッフ

が丁寧に補助しますので、安心し
て参加してください。
※タブレットの使い方のみを教え
る講座ではありません
※当日は自宅で体温測定を行い、
発熱などの症状がある際は参加を
控えてください
■日 12月7日（木）、14日（木）、21日

（木）
■時 各日午前10時～11時30分
■場 安中市文化センター2階視聴覚室
■対 市内在住の65歳以上の人（3日間
参加できる人優先）
■￥ 無料
■持 飲み物、筆記用具
■定 10人（先着順）
講師　㈱ジーシーシースタッフ
受付　11月14日（火）午前9時～
■申 ・■問 □本 高齢者支援課地域包括支
援センター（☎内線1193）

スマホを使って
フレイル予防

 はじめてのスマホ教室～スマホ
の基本とスマホ決済～
　「スマートフォンを買ってみた

もののほとんど使えていない」、
「PayPayってよく聞くけどどん
なものだろう」、「電子決済ばか
りで買い物が不安になった」、そ
んな人を対象にスマホ教室を開催
します。
　講師が準備したスマートフォン
を使いながら、講師がわかりやす
く丁寧に説明します。ぜひ参加し
てください。
※当日は自宅で体温測定を行い、
発熱などの症状がある際は参加を
控えてください
■日 12月18日（月）
■時 午後1時30分～3時30分
■場 □松 大会議室 
■対 市内在住の65歳以上の人
■￥ 無料
■持 筆記用具
　※スマートフォンは貸出します
■定 20人（先着順）
講師　ソフトバンクスマホアドバ

イザー
受付　11月13日（月）午前9時～
■申 ・■問 □本 高齢者支援課地域包括支
援センター（☎内線1193）

ファミリー・サポート・センター　クリスマスこどもイベント
「ふろしき王子と忍者ごっこ！」

■日 12月24日（日）
■時 午前10時30分～12時
■対 小学1～6年生（ファミサポ会員の子ども）
■定 15人（先着順）
■場 安中市松井田文化会館小ホール
■￥ 無料
■応 11月13日（月）午前9時～
■他 イベント中、市民ギャラリーで『パパママカフェ』を開催します。「ファミ
リー・サポート・センターってなに？」「なにをサポートしてもらえる
の？」「いくらかかるの？」などの質問にお答えします。どうぞお立ち寄り
ください。（カフェのみでもOKです）
■申 ・■問 安中市ファミリー・サポート・センター（☎080－7718－1467）
　　　（水曜日を除く平日午前9時～午後5時、土曜日午前9時～午後3時）
※安中市ファミリー・サポート・センターの会員でない人は、イベント当日の会員登録（無料）を条件に、参加
申込みできます
※安中市ファミリー・サポート・センターは市の委託により特定非営利法人Annakaひだまりマルシェが運営
しています

フ ァ ミ リ ー ・ サ
ポート・センター
■HP はこちら

　　　　　会　場
碓氷峠くつろぎの郷

安中市保健センター

安中市保健センター

松井田保健センター
細野ふるさとセンター

安中市保健センター

九十九地区生涯学習センター
安中市保健センター

松井田保健センター

安中市保健センター

当日受付時間

①13：15～

②13：45～

予約受付期間

11月2日（木）～

11月13日（月）～

11月20日（月）～

11月27日（月）～

日　程　　
12月  5日
12月  6日
12月12日
12月14日
12月18日
12月20日
12月21日
12月22日

令和6年  1月  9日
1月10日
1月16日
1月22日
1月23日
1月25日
1月26日

（火）
（水）
（火）
（木）
（月）
（水）
（木）
（金）
（火）
（水）
（火）
（月）
（火）
（木）
（金）
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乳がん・子宮がん集団検診の予約が始まります

集団検診　乳・子宮がん検診実施日、予約受付期間

　市は、乳・子宮がん検診を集団検診（保健セン
ターなど）と個別検診（市内医療機関）で行っていま
すので、どちらかを選び受診してください。

受診方法
○集団検診を希望する人
　集団検診は完全予約制です。市に電話で予約をし
てください。予約をしないと受診できません。集団
検診は下記日程で実施します。受診日ごとに予約受
付期間が異なるので、確認してください。また、昨
年度より受付時間を変更し、
　①午後1時15分～、②午後1時45分～
となります。
　1日の最大予約人数は50～80人です。
　子宮がん検診車の様式が変わり、待ち時間が長く
なりますので、ご了承ください。
　予約開始直後は電話が大変混雑し、繋がりにくく
なる場合があります。時間を空けての予約をお願い
します。

○個別検診を希望する人
　医療機関に予約し、受診シールを持参して受診し
てください。個別検診の受診期限は、令和6年1月
31日までです。例年、有効期限間近は受診が混雑

するため、早めに受診してください。期限を過ぎる
と、受診費用が全額自己負担になります。

●乳がん検診（視触診とマンモグラフィ）
■対 40歳以上の女性で、前年度市の乳がん検診を受
診していない人。（受診可能な人は受診シールに氏
名などが印字されています）
自己負担金　1,530円（70歳以上無料）
■持 乳がん健診受診シール、カーディガンなど前開き
で脇のゆったりした上衣
■他 マンモグラフィー検査による事故を防ぐため、検
査を実施できない人がいます。5月に通知したオレ
ンジ色の封筒に同封の検診案内（裏面）を必ず確認
してください。ネックレスやペンダントなどは外し
て来場してください。

●子宮がん検診（細胞診）
■対 20歳以上の女性
自己負担金　510円（70歳以上無料）
■持 子宮がん検診受診シール、ズボンなどで受診する
人はバスタオルを持参してください
■他 検査当日に生理があっても受診は可能ですが、正
しい結果が得られない場合があります。妊娠の可能
性のある人は、産婦人科を受診してください。

■問 ・■申 □本 健康づくり課予防係（☎内線1172）

認知症について
話せるカフェ

　認知症について話せるカフェ
「オレンジカフェ」は、認知症の
人やその家族、認知症に対して不
安がある人などが集まり、お茶を
飲みながら認知症についての悩み
を分かち合ったり、専門職からア
ドバイスを受けたりする場です。
今回の内容は座談会とゴスペル鑑
賞です。
■日 11月28日（火）
■時 午後2時～3時30分
■場 老人福祉センター
■対 認知症に関心がある人
■￥ 無料
■定 15人程度（要事前申込み）
■問 □本 高齢者支援課地域包括支援セ
ンター（☎内線1188）

脳の若返り教室
参加者募集

　タブレットを使ってゲームをし
たり、みんなで楽しく脳若トレー
ニングを受けませんか？スタッフ

が丁寧に補助しますので、安心し
て参加してください。
※タブレットの使い方のみを教え
る講座ではありません
※当日は自宅で体温測定を行い、
発熱などの症状がある際は参加を
控えてください
■日 12月7日（木）、14日（木）、21日

（木）
■時 各日午前10時～11時30分
■場 安中市文化センター2階視聴覚室
■対 市内在住の65歳以上の人（3日間
参加できる人優先）
■￥ 無料
■持 飲み物、筆記用具
■定 10人（先着順）
講師　㈱ジーシーシースタッフ
受付　11月14日（火）午前9時～
■申 ・■問 □本 高齢者支援課地域包括支
援センター（☎内線1193）

スマホを使って
フレイル予防

 はじめてのスマホ教室～スマホ
の基本とスマホ決済～
　「スマートフォンを買ってみた

もののほとんど使えていない」、
「PayPayってよく聞くけどどん
なものだろう」、「電子決済ばか
りで買い物が不安になった」、そ
んな人を対象にスマホ教室を開催
します。
　講師が準備したスマートフォン
を使いながら、講師がわかりやす
く丁寧に説明します。ぜひ参加し
てください。
※当日は自宅で体温測定を行い、
発熱などの症状がある際は参加を
控えてください
■日 12月18日（月）
■時 午後1時30分～3時30分
■場 □松 大会議室 
■対 市内在住の65歳以上の人
■￥ 無料
■持 筆記用具
　※スマートフォンは貸出します
■定 20人（先着順）
講師　ソフトバンクスマホアドバ

イザー
受付　11月13日（月）午前9時～
■申 ・■問 □本 高齢者支援課地域包括支
援センター（☎内線1193）

ファミリー・サポート・センター　クリスマスこどもイベント
「ふろしき王子と忍者ごっこ！」

■日 12月24日（日）
■時 午前10時30分～12時
■対 小学1～6年生（ファミサポ会員の子ども）
■定 15人（先着順）
■場 安中市松井田文化会館小ホール
■￥ 無料
■応 11月13日（月）午前9時～
■他 イベント中、市民ギャラリーで『パパママカフェ』を開催します。「ファミ
リー・サポート・センターってなに？」「なにをサポートしてもらえる
の？」「いくらかかるの？」などの質問にお答えします。どうぞお立ち寄り
ください。（カフェのみでもOKです）
■申 ・■問 安中市ファミリー・サポート・センター（☎080－7718－1467）
　　　（水曜日を除く平日午前9時～午後5時、土曜日午前9時～午後3時）
※安中市ファミリー・サポート・センターの会員でない人は、イベント当日の会員登録（無料）を条件に、参加
申込みできます
※安中市ファミリー・サポート・センターは市の委託により特定非営利法人Annakaひだまりマルシェが運営
しています

フ ァ ミ リ ー ・ サ
ポート・センター
■HP はこちら

　　　　　会　場
碓氷峠くつろぎの郷

安中市保健センター

安中市保健センター

松井田保健センター
細野ふるさとセンター

安中市保健センター

九十九地区生涯学習センター
安中市保健センター

松井田保健センター

安中市保健センター

当日受付時間

①13：15～

②13：45～

予約受付期間

11月2日（木）～

11月13日（月）～

11月20日（月）～

11月27日（月）～

日　程　　
12月  5日
12月  6日
12月12日
12月14日
12月18日
12月20日
12月21日
12月22日

令和6年  1月  9日
1月10日
1月16日
1月22日
1月23日
1月25日
1月26日

（火）
（水）
（火）
（木）
（月）
（水）
（木）
（金）
（火）
（水）
（火）
（月）
（火）
（木）
（金）
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市民健康公開講座
糖尿病から腎臓を守ろう
～糖尿病性腎臓病の予防と治療～

 市は「いつまでも健やかでいきいき暮らせるまち
づくり」を進めるため「市民健康公開講座」を実施
します。
　糖尿病によって生じる慢性腎臓病を、糖尿病性腎
臓病といいます。腎臓を守り、重症化を防ぐ方法
と、治療法についてわかりやすく説明しますので、
ぜひ参加してください。

演題　「糖尿病から腎臓を守ろう
　　　　～糖尿病性腎臓病の予防と治療～」　
講師　廣村　桂樹　先生（群馬大学大学院医学系研
究科内科学講座　腎臓・リウマチ内科学分野教授、
群馬大学医学部附属病院内科診療センター　腎臓・
リウマチ内科教授/診療科長）
■日 11月25日（土）
■時 開場：午後1時30分
　講演：午後2時～3時30分
■場 安中市松井田文化会館大ホール
■￥ 無料
主催　安中市健康づくり推進協議会・安中市
共催　一般社団法人安中市医師会
■問 □本 健康づくり課保健指導係（☎内線1174）
　一般社団法人安中市医師会（☎381－0404）

11月30日は「良い看取り・看取られ」の日
市民講座『身近な病気を通して人生会議

（ACP）について考えてみよう』
～ 大切な人が「がん」と言われた時にできること ～

　「もしも」のときのために自分が望む医療やケア
について事前に考え、身近な人と繰り返し話し合
い、お互いの考えや想いを共有する取り組みを《人
生会議（A:アドバンス・C:ケア・P：プランニン
グ）》といいます。
　現在、日本人の2人に1人は一生のうちに何らか
の「がん」にかかると言われています。今回は公立
富岡総合病院から講師を招き「がん」という身近な
病気から、自分らしく生きるための選択や人生会議

（ACP）の大切さについて学ぶ講座を開催します。

　この講座をきっかけに自身の想いや生き方、大切
にしたいことを考えてみませんか。

■日 11月29日（水）
■時 午後1時30分～3時30分
■場 □本 305会議室
講師　公立富岡総合病院緩和ケアセンターセンター長
塩野 昭彦 先生、がん看護専門看護師　小池 瞬 氏
■￥ 無料
■定 50人（先着順）
申込開始　11月8日（水）午前9時～
■申 ・■問 □本 高齢者支援課地域包括支援センター

（☎内線1188）

国民年金からのお知らせ ■問 高崎年金事務所国民年金課
（☎027－322－4299）

■ 「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」が発行されます
　 ～年末調整・確定申告まで大切に保管してください～

　国民年金保険料は、所得税および住民税の申告に
おいて、全額が社会保険料控除の対象です。
　控除を受けるには、その年の1月1日から12月31
日までに納付したことを証明する書類の添付が義務
付けられています。このため、令和5年1月1日から
9月30日までの間に国民年金保険料を納付した人に
は、「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」
が、10月下旬から11月上旬にかけて日本年金機構
から送付されますので、年末調整や確定申告の際に
は必ずこの証明書（または領収証書）を添付してくだ

さい。
　また、10月1日から12月31日までの間に今年は
じめて国民年金保険料を納付した人には、来年の2
月上旬に送付されます。
　家族の国民年金保険料を納付した場合も、本人の
社会保険料控除に加えることができますので、家族
あてに送付された控除証明書を添付のうえ申告して
ください。「社会保険料（国民年金保険料）控除証明
書」についての照会は、控除証明書に表示されてい
る電話番号にお問い合わせください。

■ 保険料の追納をお勧めします
　国民年金保険料の全額免除や一部免除の承認を受
けた期間については、保険料を全額納付したときに
比べ、将来受ける年金額が少なくなります。
　また、納付猶予や学生納付特例の承認を受けたま
まで、あとから保険料を納めなかった場合、その期
間については、年金を受けるための資格期間に算入
されますが、老齢基礎年金額には反映されません。

　そこで、これらの期間は、10年以内であれば、
あとから保険料を納めること（追納）ができます。た
だし、承認を受けた期間の翌年度から起算して3年
目以降に追納する場合には、当時の保険料に経過し
た年数に応じて加算額が上乗せされます。詳しく
は、高崎年金事務所に相談してください。

■ 保険料を納め忘れた人には電話や訪問で納付の案内をしています
　国民年金保険料の納め忘れはありませんか。
　保険料の納め忘れなどで未納となっている人に対
して、日本年金機構が委託した会社（株式会社アイ
ヴィジット・東洋紙業共同企業体）が電話や訪問に
より保険料の納付の案内をしています。個人のプラ

イバシーに関することについて尋ねることはありま
せん。
　大事な年金の受給権を失わないために、保険料は
きちんと納めましょう。

■ 11月は「ねんきん月間」です
　日本年金機構では、厚生労働省と協力して、毎年
11月を「ねんきん月間」と位置づけ、国民の皆さ
んに公的年金制度に対する理解を深めていただくた
めの取り組みを行っています。また、11月30日
は、ご自身の年金記録や年金受給見込額を確認し、
高齢期の生活設計に思いを巡らしていただく「年金

の日」です。この機会に、年金記録の確認や年金見
込額を試算できる「ねんきんネット」の利用をはじ
めてみませんか。ねんきんネットの利用登録やねん
きん月間の取り組みについては、日本年金機構の
ホームページを確認してください。

イベント・スポーツ event・sports
企画展「碓氷関所」
関連イベントを開催

　企画展「碓氷関所」のイベント
として、講演会を実施します。第
1回は、古代から近世初期の碓氷
関所ができるまでの歴史背景につ

いてです。皆さんぜひ、お越しく
ださい。
演題「交通史の中の碓氷関所」
講師　丸山 雍成氏（元九州大学名
誉教授）
■日 11月18日（土）
■時 午後1時30分～3時30分（午後1

時開場）
■場 学習の森ふるさと学習館・市民
ギャラリー
■￥ 無料
■定 70人（当日先着順）予約不要
■問 学習の森（☎382－7622）

日にち
11／  3（金・祝）
11／11（土）　　
11／11（土）　　
11／18（土）　　
11／19（日）　　

12／  9（土）　　

時　間
10:00～

10:00～
13:30～
10:00～

13:30～

　　　　　　　　  内　容
国重文「旧丸山変電所」内部公開（～5日）
旧中山道ウォーキング
国重文「旧丸山変電所」内部公開
企画展「碓氷関所」講演会
簗瀬二子塚古墳　講演・見学会
あんなか景観まちづくり賞授賞式
崇台山・大桐ハイキング

場　所
旧丸山変電所

碓氷関所・アプトの道周辺
旧丸山変電所

学習の森ふるさと学習館
簗瀬公会堂

学習の森ふるさと学習館

イベント・スポーツカレンダー

多目的シートが設置されています
　
　□本 新庁舎2階の多目的トイレに多目的シー
トが設置されています。多目的シートはベ
ビーシートより大きく、大人も横になれま
す。
　折り畳み可能で壁に収納でき、車いすでの
移動も妨げません。ぜひ利用してください。 ■問 □本 行政課行政統計係（☎内線1045）
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市民健康公開講座
糖尿病から腎臓を守ろう
～糖尿病性腎臓病の予防と治療～

 市は「いつまでも健やかでいきいき暮らせるまち
づくり」を進めるため「市民健康公開講座」を実施
します。
　糖尿病によって生じる慢性腎臓病を、糖尿病性腎
臓病といいます。腎臓を守り、重症化を防ぐ方法
と、治療法についてわかりやすく説明しますので、
ぜひ参加してください。

演題　「糖尿病から腎臓を守ろう
　　　　～糖尿病性腎臓病の予防と治療～」　
講師　廣村　桂樹　先生（群馬大学大学院医学系研
究科内科学講座　腎臓・リウマチ内科学分野教授、
群馬大学医学部附属病院内科診療センター　腎臓・
リウマチ内科教授/診療科長）
■日 11月25日（土）
■時 開場：午後1時30分
　講演：午後2時～3時30分
■場 安中市松井田文化会館大ホール
■￥ 無料
主催　安中市健康づくり推進協議会・安中市
共催　一般社団法人安中市医師会
■問 □本 健康づくり課保健指導係（☎内線1174）
　一般社団法人安中市医師会（☎381－0404）

11月30日は「良い看取り・看取られ」の日
市民講座『身近な病気を通して人生会議

（ACP）について考えてみよう』
～ 大切な人が「がん」と言われた時にできること ～

　「もしも」のときのために自分が望む医療やケア
について事前に考え、身近な人と繰り返し話し合
い、お互いの考えや想いを共有する取り組みを《人
生会議（A:アドバンス・C:ケア・P：プランニン
グ）》といいます。
　現在、日本人の2人に1人は一生のうちに何らか
の「がん」にかかると言われています。今回は公立
富岡総合病院から講師を招き「がん」という身近な
病気から、自分らしく生きるための選択や人生会議

（ACP）の大切さについて学ぶ講座を開催します。

　この講座をきっかけに自身の想いや生き方、大切
にしたいことを考えてみませんか。

■日 11月29日（水）
■時 午後1時30分～3時30分
■場 □本 305会議室
講師　公立富岡総合病院緩和ケアセンターセンター長
塩野 昭彦 先生、がん看護専門看護師　小池 瞬 氏
■￥ 無料
■定 50人（先着順）
申込開始　11月8日（水）午前9時～
■申 ・■問 □本 高齢者支援課地域包括支援センター

（☎内線1188）

国民年金からのお知らせ ■問 高崎年金事務所国民年金課
（☎027－322－4299）

■ 「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」が発行されます
　 ～年末調整・確定申告まで大切に保管してください～

　国民年金保険料は、所得税および住民税の申告に
おいて、全額が社会保険料控除の対象です。
　控除を受けるには、その年の1月1日から12月31
日までに納付したことを証明する書類の添付が義務
付けられています。このため、令和5年1月1日から
9月30日までの間に国民年金保険料を納付した人に
は、「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」
が、10月下旬から11月上旬にかけて日本年金機構
から送付されますので、年末調整や確定申告の際に
は必ずこの証明書（または領収証書）を添付してくだ

さい。
　また、10月1日から12月31日までの間に今年は
じめて国民年金保険料を納付した人には、来年の2
月上旬に送付されます。
　家族の国民年金保険料を納付した場合も、本人の
社会保険料控除に加えることができますので、家族
あてに送付された控除証明書を添付のうえ申告して
ください。「社会保険料（国民年金保険料）控除証明
書」についての照会は、控除証明書に表示されてい
る電話番号にお問い合わせください。

■ 保険料の追納をお勧めします
　国民年金保険料の全額免除や一部免除の承認を受
けた期間については、保険料を全額納付したときに
比べ、将来受ける年金額が少なくなります。
　また、納付猶予や学生納付特例の承認を受けたま
まで、あとから保険料を納めなかった場合、その期
間については、年金を受けるための資格期間に算入
されますが、老齢基礎年金額には反映されません。

　そこで、これらの期間は、10年以内であれば、
あとから保険料を納めること（追納）ができます。た
だし、承認を受けた期間の翌年度から起算して3年
目以降に追納する場合には、当時の保険料に経過し
た年数に応じて加算額が上乗せされます。詳しく
は、高崎年金事務所に相談してください。

■ 保険料を納め忘れた人には電話や訪問で納付の案内をしています
　国民年金保険料の納め忘れはありませんか。
　保険料の納め忘れなどで未納となっている人に対
して、日本年金機構が委託した会社（株式会社アイ
ヴィジット・東洋紙業共同企業体）が電話や訪問に
より保険料の納付の案内をしています。個人のプラ

イバシーに関することについて尋ねることはありま
せん。
　大事な年金の受給権を失わないために、保険料は
きちんと納めましょう。

■ 11月は「ねんきん月間」です
　日本年金機構では、厚生労働省と協力して、毎年
11月を「ねんきん月間」と位置づけ、国民の皆さ
んに公的年金制度に対する理解を深めていただくた
めの取り組みを行っています。また、11月30日
は、ご自身の年金記録や年金受給見込額を確認し、
高齢期の生活設計に思いを巡らしていただく「年金

の日」です。この機会に、年金記録の確認や年金見
込額を試算できる「ねんきんネット」の利用をはじ
めてみませんか。ねんきんネットの利用登録やねん
きん月間の取り組みについては、日本年金機構の
ホームページを確認してください。

イベント・スポーツ event・sports
企画展「碓氷関所」
関連イベントを開催

　企画展「碓氷関所」のイベント
として、講演会を実施します。第
1回は、古代から近世初期の碓氷
関所ができるまでの歴史背景につ

いてです。皆さんぜひ、お越しく
ださい。
演題「交通史の中の碓氷関所」
講師　丸山 雍成氏（元九州大学名
誉教授）
■日 11月18日（土）
■時 午後1時30分～3時30分（午後1

時開場）
■場 学習の森ふるさと学習館・市民
ギャラリー
■￥ 無料
■定 70人（当日先着順）予約不要
■問 学習の森（☎382－7622）

日にち
11／  3（金・祝）
11／11（土）　　
11／11（土）　　
11／18（土）　　
11／19（日）　　

12／  9（土）　　

時　間
10:00～

10:00～
13:30～
10:00～

13:30～

　　　　　　　　  内　容
国重文「旧丸山変電所」内部公開（～5日）
旧中山道ウォーキング
国重文「旧丸山変電所」内部公開
企画展「碓氷関所」講演会
簗瀬二子塚古墳　講演・見学会
あんなか景観まちづくり賞授賞式
崇台山・大桐ハイキング

場　所
旧丸山変電所

碓氷関所・アプトの道周辺
旧丸山変電所

学習の森ふるさと学習館
簗瀬公会堂

学習の森ふるさと学習館

イベント・スポーツカレンダー

多目的シートが設置されています
　
　□本 新庁舎2階の多目的トイレに多目的シー
トが設置されています。多目的シートはベ
ビーシートより大きく、大人も横になれま
す。
　折り畳み可能で壁に収納でき、車いすでの
移動も妨げません。ぜひ利用してください。 ■問 □本 行政課行政統計係（☎内線1045）
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都市計画原案の
閲覧と公聴会を開催

　安中都市計画用途地域の変更に
ついて変更案をまとめましたの
で、次のとおり変更案の閲覧と公
聴会を開催します。

1．都市計画原案の閲覧
対象となる都市計画原案および変
更の概要
・安中都市計画用途地域の変更
　西上磯部工業団地地区の決定
■期 11月13日（月）～27日（月）

（土・日・祝日は除く）
■時 午前8時30分～午後5時15分
■場 □本 都市計画課計画係、□松 松井田
振興課土木係
■問 □本 都市計画課計画係

（☎内線1211）

2．公聴会の開催
対象となる都市計画原案および変

更の概要
都市計画原案の閲覧に同じ
■日 12月19日（火）
■時 午後7時～
■場 □本 第305会議室
■申 直接会場にお越しください
■他 公述人がない場合、中止になり
ます。その際は、開催予定日1週
間前に□本 都市計画課と市■HP にその
旨を掲示します。

公述申出書の提出
　公聴会で公述を希望する人は
「公述申出書」を提出することが
できます。
　「公述申出書」に住所・氏名・
年齢・職業・電話番号・都市計画
原案についての意見の要旨（400
字以内）を記入し、□本 都市計画課
に提出してください。
　公述申出書の様式は自由です
が、各閲覧会場で参考書式を配布
します。

公述人の選定
　公述の希望者で同じ趣旨の意見
が多数ある場合は、市長が公述人
を選定し本人に通知します。
　公述人は、代理人に意見を陳述
させることができます（この場合、
代理委任状を提出し、公聴会の議
長の承認が必要です）。
　また、文書により意見の提示が
できます（この場合、公聴会の議
長による文書の朗読をもって意見
の陳述に替えます）。

公述申出期間
11月13日（月）～27日（月）
※期間内必着

提出先　〒379-0192　安中市役
所都市計画課計画係
※郵送のほか各閲覧会場に提出も
可能
■問 □本 都市計画課計画係

（☎内線1211）

インフォメーション information
 大ホール
吉岡裕子ピアノリサイタル
～星空へのメッセージ～
■日 11月3日（金・祝）
■時 開場　午後1時
　開演　午後2時
■￥ チケット：一般2,000円
　　　　　　高校生500円
■問 ☎090－6706－3755（島崎）

第6回松井田城歴史講演会
■日 11月5日（日）
■時 開場　午後1時
　開演　午後2時
■￥ 無料　
■問 ☎090－4069－2514（金井）

令和5年度群馬県年金協会
西毛支部 会員のつどい
■日 11月10日（金）
■時 開場 午後0時30分
　開演 午後1時
■￥ 無料
■問 ☎090－5330－6173（石井）

のんのん音楽教室　発表会
■日 11月26日（日）　
■時 開場 午後0時30分
　開演 午後1時
■￥ 無料
■問 ☎090－1451－7292（立川）

文化・生涯学習 culture・lifelong learning

2023クリスマスコンサート
■日 12月9日（土）
■時 開場　午後1時
　開演　午後1時30分
■￥ 無料（整理券の配付有）
■問 ☎027－393－4401　

（安中市文化協会松井田支部事務局）

 小ホール
朗読の会言の葉
朗読の発表会
■日 11月5日（日）
■時 開場　午後1時
　開演　午後1時30分
■￥ 無料
■問 ☎090－3598－5071（事務局）

■問 ☎393－4400
松井田文化会館

日にち
11／  4（土）
11／  5（日）
11／12（日）
11／18（土）
11／25（土）
11／25（土）
12／  3（日）

時　間
13:30～
13:30～
10:00～
14:00～
  9:30～
11:00～
14:30～

　　　　　 　 内　容
安中市カウンセリング講座
第33回童謡フェスティバル
チャリティー歌謡祭
青少年健全育成市民のつどい
積み木で○○つくろう（26日まで）
絵本読み聞かせ
あんなかファミリーコンサート

場　所
文化センター
文化センター

文化センター・ホール
文化センター

松井田文化会館
安中市図書館

文化センター・ホール

文化・生涯学習カレンダー

第18回あんなか市民フェスティバル　　　　　　　　　　　　　　　
第47回　市民展

◎芸能協会発表大会
■場 安中市文化センター　ホール
■日 11月26日（日）
■時 午前10時30分～（開場：午前10時）
◎作品展
■場 安中市文化センター
■日 11月24日（金）～26日（日）
■時 午前10時～午後4時（最終日午後3時まで）
○造形美術展（第67回安中市造形美術展）　■場 1階展示
○市民書道展　■場 1階展示
○市民華道展　■場 2階展示
○児童生徒作品展　■日 25日・26日　■場 3階展示
○ユネスコ資料展　■場 2階展示
○市民の茶席　■日 25日・26日　■時 午前10時～
■定 先着110人　■￥ 参加費無料

○子ども抹茶体験コーナー　■日 25日・26日
■時 午前10時～　■定 先着50人　■￥ 参加費無料
○子ども生花体験教室　■日 25日
■時 午前10時～　■定 先着15人　■￥ 参加費500円
○おことの体験教室　■日 25日
■時 午前10時30分～午後2時
※作品募集について
　市民書道展と造形美術展は、作品展で掲示する作
品を下記のとおり募集します。
■場 安中市文化センター
■日 11月23日（木・祝）搬入日
■時 午前11時～午後1時
■問 書道協会（上原修陽）（☎027－385－4711）
　造形美術協会（大木和久）（☎027－385－5100）
　

人権教育講演会のおしらせ

　安中市人権教育推進委員会の令和5
年度重点課題は「高齢者の人権」で
す。同委員会は、推進計画にのっと
り、さまざまな人権問題について専門
家の話を聞くなどの研修機会を設け、
多様化する問題に対する理解を深めて
います。また学習機会を充実するた
め、市民対象の人権教育映画会や講演
会も開催しています。
 今回は、下記のとおり人権教育講演
会を企画しました。多くの皆さんの参
加をお待ちしています。
■日 12月1日（金）
■時 午後3時～（開場　午後2時30分）
■場 安中市文化センター　ホール
■定 800人（入場無料）
講師　谷本 道哉氏（順天堂大学先任准
教授）
■内 演題「いつまでもいきいき元気に！
健康寿命を延ばす簡単筋トレ法」

■問 □松 生涯学習課生涯学習係（☎内線2245）

■問 □松 生涯学習課生涯学習係（☎内線2245）

谷本 道哉氏　経歴

日本オリンピック委員会医科学
スタッフ
日本ボディビル連盟医科学委員
大阪大学工学部卒
東京大学大学院総合文化研究科
博士課程修了
博士（学術）
国立健康・栄養研究所、東京大
学、順天堂大学を経て現所属
専門は筋生理学、身体運動科学
NHK「みんなで筋肉体操」「あ
さイチ」、テレビ朝日「モーニ
ングショー」、フジテレビ「ホ
ンマでっか！？TV」などでも 
運動の効果をわかりやすく解説
している。

谷本　道哉氏
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都市計画原案の
閲覧と公聴会を開催

　安中都市計画用途地域の変更に
ついて変更案をまとめましたの
で、次のとおり変更案の閲覧と公
聴会を開催します。

1．都市計画原案の閲覧
対象となる都市計画原案および変
更の概要
・安中都市計画用途地域の変更
　西上磯部工業団地地区の決定
■期 11月13日（月）～27日（月）

（土・日・祝日は除く）
■時 午前8時30分～午後5時15分
■場 □本 都市計画課計画係、□松 松井田
振興課土木係
■問 □本 都市計画課計画係

（☎内線1211）

2．公聴会の開催
対象となる都市計画原案および変

更の概要
都市計画原案の閲覧に同じ
■日 12月19日（火）
■時 午後7時～
■場 □本 第305会議室
■申 直接会場にお越しください
■他 公述人がない場合、中止になり
ます。その際は、開催予定日1週
間前に□本 都市計画課と市■HP にその
旨を掲示します。

公述申出書の提出
　公聴会で公述を希望する人は
「公述申出書」を提出することが
できます。
　「公述申出書」に住所・氏名・
年齢・職業・電話番号・都市計画
原案についての意見の要旨（400
字以内）を記入し、□本 都市計画課
に提出してください。
　公述申出書の様式は自由です
が、各閲覧会場で参考書式を配布
します。

公述人の選定
　公述の希望者で同じ趣旨の意見
が多数ある場合は、市長が公述人
を選定し本人に通知します。
　公述人は、代理人に意見を陳述
させることができます（この場合、
代理委任状を提出し、公聴会の議
長の承認が必要です）。
　また、文書により意見の提示が
できます（この場合、公聴会の議
長による文書の朗読をもって意見
の陳述に替えます）。

公述申出期間
11月13日（月）～27日（月）
※期間内必着

提出先　〒379-0192　安中市役
所都市計画課計画係
※郵送のほか各閲覧会場に提出も
可能
■問 □本 都市計画課計画係

（☎内線1211）

インフォメーション information
 大ホール
吉岡裕子ピアノリサイタル
～星空へのメッセージ～
■日 11月3日（金・祝）
■時 開場　午後1時
　開演　午後2時
■￥ チケット：一般2,000円
　　　　　　高校生500円
■問 ☎090－6706－3755（島崎）

第6回松井田城歴史講演会
■日 11月5日（日）
■時 開場　午後1時
　開演　午後2時
■￥ 無料　
■問 ☎090－4069－2514（金井）

令和5年度群馬県年金協会
西毛支部 会員のつどい
■日 11月10日（金）
■時 開場 午後0時30分
　開演 午後1時
■￥ 無料
■問 ☎090－5330－6173（石井）

のんのん音楽教室　発表会
■日 11月26日（日）　
■時 開場 午後0時30分
　開演 午後1時
■￥ 無料
■問 ☎090－1451－7292（立川）

文化・生涯学習 culture・lifelong learning

2023クリスマスコンサート
■日 12月9日（土）
■時 開場　午後1時
　開演　午後1時30分
■￥ 無料（整理券の配付有）
■問 ☎027－393－4401　

（安中市文化協会松井田支部事務局）

 小ホール
朗読の会言の葉
朗読の発表会
■日 11月5日（日）
■時 開場　午後1時
　開演　午後1時30分
■￥ 無料
■問 ☎090－3598－5071（事務局）

■問 ☎393－4400
松井田文化会館

日にち
11／  4（土）
11／  5（日）
11／12（日）
11／18（土）
11／25（土）
11／25（土）
12／  3（日）

時　間
13:30～
13:30～
10:00～
14:00～
  9:30～
11:00～
14:30～

　　　　　 　 内　容
安中市カウンセリング講座
第33回童謡フェスティバル
チャリティー歌謡祭
青少年健全育成市民のつどい
積み木で○○つくろう（26日まで）
絵本読み聞かせ
あんなかファミリーコンサート

場　所
文化センター
文化センター

文化センター・ホール
文化センター

松井田文化会館
安中市図書館

文化センター・ホール

文化・生涯学習カレンダー

第18回あんなか市民フェスティバル　　　　　　　　　　　　　　　
第47回　市民展

◎芸能協会発表大会
■場 安中市文化センター　ホール
■日 11月26日（日）
■時 午前10時30分～（開場：午前10時）
◎作品展
■場 安中市文化センター
■日 11月24日（金）～26日（日）
■時 午前10時～午後4時（最終日午後3時まで）
○造形美術展（第67回安中市造形美術展）　■場 1階展示
○市民書道展　■場 1階展示
○市民華道展　■場 2階展示
○児童生徒作品展　■日 25日・26日　■場 3階展示
○ユネスコ資料展　■場 2階展示
○市民の茶席　■日 25日・26日　■時 午前10時～
■定 先着110人　■￥ 参加費無料

○子ども抹茶体験コーナー　■日 25日・26日
■時 午前10時～　■定 先着50人　■￥ 参加費無料
○子ども生花体験教室　■日 25日
■時 午前10時～　■定 先着15人　■￥ 参加費500円
○おことの体験教室　■日 25日
■時 午前10時30分～午後2時
※作品募集について
　市民書道展と造形美術展は、作品展で掲示する作
品を下記のとおり募集します。
■場 安中市文化センター
■日 11月23日（木・祝）搬入日
■時 午前11時～午後1時
■問 書道協会（上原修陽）（☎027－385－4711）
　造形美術協会（大木和久）（☎027－385－5100）
　

人権教育講演会のおしらせ

　安中市人権教育推進委員会の令和5
年度重点課題は「高齢者の人権」で
す。同委員会は、推進計画にのっと
り、さまざまな人権問題について専門
家の話を聞くなどの研修機会を設け、
多様化する問題に対する理解を深めて
います。また学習機会を充実するた
め、市民対象の人権教育映画会や講演
会も開催しています。
 今回は、下記のとおり人権教育講演
会を企画しました。多くの皆さんの参
加をお待ちしています。
■日 12月1日（金）
■時 午後3時～（開場　午後2時30分）
■場 安中市文化センター　ホール
■定 800人（入場無料）
講師　谷本 道哉氏（順天堂大学先任准
教授）
■内 演題「いつまでもいきいき元気に！
健康寿命を延ばす簡単筋トレ法」

■問 □松 生涯学習課生涯学習係（☎内線2245）

■問 □松 生涯学習課生涯学習係（☎内線2245）

谷本 道哉氏　経歴

日本オリンピック委員会医科学
スタッフ
日本ボディビル連盟医科学委員
大阪大学工学部卒
東京大学大学院総合文化研究科
博士課程修了
博士（学術）
国立健康・栄養研究所、東京大
学、順天堂大学を経て現所属
専門は筋生理学、身体運動科学
NHK「みんなで筋肉体操」「あ
さイチ」、テレビ朝日「モーニ
ングショー」、フジテレビ「ホ
ンマでっか！？TV」などでも 
運動の効果をわかりやすく解説
している。

谷本　道哉氏
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11月は計量強調
月間です

　質量計、電気・ガス・水道メー
ター、体温計、血圧計、ガソリン
メーターなど私たちの身の回りで
は、さまざまな計量器が使われて
います。私たちの暮らしが安全で
安心であるためには、これらの計
量器が正しく使われていることが
大切です。
　現行の計量法が施行された11
月1日を「計量記念日」とし、11
月は「計量強調月間」と定められ
ています。県計量検定所は、家庭
の体重計などの精度確認のご依頼
を受け付けています。また、計量
についての相談にも応じています
ので、お気軽に利用してください。
■期 月～金曜日（祝祭日・年末年始
除く）
■時 午前9時～午後4時
■内 来所または電話による
■問 群馬県計量検定所（前橋市下大
島町81－13）

（☎027－263－2436）
（■FAX 027－263－3142）

　おしらせ版あんなか10月15
日号に掲載した記事の一部に誤
りがありました。
　訂正してお詫びいたします。
誤：sei-degi@city.annaka.lg.jp
正：sei-digi@city.annaka.lg.jp

　皆さん、こんにちは。碓氷峠鉄道文
化むらで活動している能代です。
　碓氷峠鉄道文化むらでは、今年7月
から「碓氷新線開通60年」の企画展

を開催しています。
　1963年9月30日にアプト式鉄道が廃止され、10月1日にEF63によ
る粘着運転が開始されました。企画展ではアプト式鉄道が廃止され
る前後の写真をはじ
め、当時使用されて
いた資料などを月替
わりで展示していま
す。企画展は12月27
日まで開催予定です
ので、皆さんのご来
園 お 待 ち し て い ま
す。
　私が安中市地域お
こし協力隊に着任し
て、2年が経過しまし
た。任期も残り1年と
なり今後、起業に向
けて動いていかなけ
ればなりません。
　任期終了後も横川
地区を活性化できる
よう引き続き頑張っ
ていきたいと思いま
す。
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Vol.56地域おこし協力隊活動報告
「碓氷新線開通60年」企画展開催中！

▲公式SNS

　次の皆さんが、100歳を迎えられました。これからも元気でお過ごしください。

100歳　おめでとうございます

日にち
11／  5（日）
11／  9（木）
11／27（月）
11／30（木）
11／30（木）
12／  5（火）
12／  6（水）
12／  7（木）
12／11（月）
12／12（火）
12／14（木）

時　間
  8:30～

13:30～
  9:30～
17:15～
  9:00～
  9:00～
  9:00～
  9:00～
  9:00～
  9:00～

　　　　　  　　　内　容
安中市消防団消防ポンプ操法競技大会
秋季全国火災予防運動（～15日）
第11回農業委員会総会
第4回安中市議会定例会開会（予定）
納期限日夜間窓口
第4回安中市議会定例会総務文教常任委員会（予定）
第4回安中市議会定例会福祉民生常任委員会（予定）
第4回安中市議会定例会経済建設常任委員会（予定）
第4回安中市議会定例会一般質問（予定）
第4回安中市議会定例会一般質問（予定）
第4回安中市議会定例会閉会（予定）

場　所
西毛総合運動公園野球場東側広場

□本 201会議室
□本 議場

□本 収納課
□本 委員会室
□本 委員会室
□本 委員会室

□本 議場
□本 議場
□本 議場

インフォメーション カレンダー

　今月の手話は「先週」の表現をご紹介します。
　親指、人差し指、中指を伸ばした形（数字の7）
を作る（写真①）。数字の7（7日間＝1週間の意味）
を後ろへ動かすと、先週と言う表現になります

（写真②）。「来週」は7を前へ、「先週」は7を
後ろへ動かします。

■問 □本 福祉課障害福祉係（☎内線1154）

手話コーナー
VOL.19

市YouTube
手話チャンネル写真① 写真②

農業委員の候補者を
募集します

　農業委員会の委員（農業委員）に
欠員が生じたので、新たに選出さ
れる委員の候補者を募集します。
■応 推薦または自らの応募
任期　任命の日から令和7年3月
31日まで（ただし再任を妨げない）
募集状況の公表
　途中経過および結果は、市■HP と
掲示場で公表します。なお、掲載
するのは提出内容のうち、住所と
電話番号以外です。
募集人数　　1人
　農業に関する識見を有し、農地
などの利用の最適化に関する事項
その他の農業委員会の所掌に属す
る事項に関し、その職務を適切に
行うことができる人
※審査委員会で候補者の審査・選
考を行い、市議会の同意を得て市
長が任命します

報酬　市条例に規定する額
委員になれない人
1　破産手続開始の決定を受けて
復権を得ない人
2　禁錮以上の刑に処せられ、そ
の執行を終わるまで、またはその
執行を受けることがなくなるまで
の人
3　暴力団員または暴力団員と社
会的に非難されるべき関係を有す
る人
推薦・応募用紙の配布　11月1日

（水）から、受付窓口で配布しま
す。（市■HP からもダウンロードで
きます）
受付期間　11月10日（金）～12月
11日（月）

（市役所閉庁日を除く午前8時30
分～午後5時15分まで）
■応 推薦・応募用紙に必要事項をす
べて記入し、提出してください。
※推薦の場合、農業者など3人以
上または農業者が組織した団体な

どの推薦が必要です                                          
■問 ・■申 
□松 農林課農政係（☎内線2612）
□本 農業委員会事務局（☎内線1452）

陸上自衛隊衛生学校
現地教育について

　陸上自衛隊衛生学校の学生が、
現地教育の一環として地図判読な
どの訓練を予定していますのでお
知らせします。
■日 11月14日（火）～17日（金）
■時 午前8時30分～午後5時　
参加人数　約37人
服装・装備　迷彩服、地図、コン
パス、双眼鏡など
主な実施地域　後閑城址公園、花
ノ木橋、名山ふれあい公園、琴平
神社およびその周辺
■問 陸上自衛隊衛生学校

（☎03－3411－0151）
（☎内線2364）

関口　きよ子 さん
（下間仁田）

北村　榮子 さん
（磯部）

原田　廣子 さん
（松井田町上増田）

松永　千代 さん
（松井田町八城）
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募集人数　　1人
　農業に関する識見を有し、農地
などの利用の最適化に関する事項
その他の農業委員会の所掌に属す
る事項に関し、その職務を適切に
行うことができる人
※審査委員会で候補者の審査・選
考を行い、市議会の同意を得て市
長が任命します

報酬　市条例に規定する額
委員になれない人
1　破産手続開始の決定を受けて
復権を得ない人
2　禁錮以上の刑に処せられ、そ
の執行を終わるまで、またはその
執行を受けることがなくなるまで
の人
3　暴力団員または暴力団員と社
会的に非難されるべき関係を有す
る人
推薦・応募用紙の配布　11月1日

（水）から、受付窓口で配布しま
す。（市■HP からもダウンロードで
きます）
受付期間　11月10日（金）～12月
11日（月）

（市役所閉庁日を除く午前8時30
分～午後5時15分まで）
■応 推薦・応募用紙に必要事項をす
べて記入し、提出してください。
※推薦の場合、農業者など3人以
上または農業者が組織した団体な

どの推薦が必要です                                          
■問 ・■申 
□松 農林課農政係（☎内線2612）
□本 農業委員会事務局（☎内線1452）

陸上自衛隊衛生学校
現地教育について

　陸上自衛隊衛生学校の学生が、
現地教育の一環として地図判読な
どの訓練を予定していますのでお
知らせします。
■日 11月14日（火）～17日（金）
■時 午前8時30分～午後5時　
参加人数　約37人
服装・装備　迷彩服、地図、コン
パス、双眼鏡など
主な実施地域　後閑城址公園、花
ノ木橋、名山ふれあい公園、琴平
神社およびその周辺
■問 陸上自衛隊衛生学校

（☎03－3411－0151）
（☎内線2364）

関口　きよ子 さん
（下間仁田）

北村　榮子 さん
（磯部）

原田　廣子 さん
（松井田町上増田）

松永　千代 さん
（松井田町八城）
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　配偶者からの暴力、性犯罪・性暴力、ストーカー行為、売買春、人身取引、セクシュアルハラスメントなど
女性に対する暴力は、女性の人権を著しく侵害するものであり、男女共同参画社会を形成していくうえで克服
すべき重要な課題です。

パープルリボンには女
性に対するあらゆる暴
力をなくしていこうと
いうメッセージが込め
られています

男女共同参画推進委員会　第 152 回

特設コーナーを設置しました

11月12日～25日は　
『女性に対する暴力をなくす運動』期間です

　安中市図書館、松井田図書館では11月30日ま
で、「子どもへの虐待を防止する運動・女性に対
する暴力をなくす運動」に関する文献の特設コー
ナーを設置しています。これを機に1冊、手に
取ってみませんか。

　　安中市図書館　（☎027－381－0529）
　　松井田図書館　（☎027－393－4402）

ひとりで悩まず相談してください
　市はDV電話相談を無料で行っています。

DVの影響は？

・暴力によるPTSD（心的外傷後ストレス障害）　　　　　　・罪悪感や自責感
・自尊感情の低下　　　・恥ずかしさ　　　・無気力　　　・孤立感　　　など

　被害者は暴力により、ケガなどの身体的なものだけでなく、精神的な影響を受けることもあります。

DVから抜け出せないのはなぜ…？

爆発期
怒りのコントロールができず激しい暴力を起こす
　
ハネムーン期

「もう暴力は振るわない」と謝る・優しくなる・
プレゼントを贈るなど
　
緊張形成期
とげとげしい言葉や軽い暴力が始まる

　暴力は下の図のような周期を繰り返すことが多くみられます。
　激しい暴力があっても優しくなる時期があるため「今度こそ暴力がなくなる」「心から反省しているし、も
う大丈夫」などと期待してしまいます。これらがなかなか暴力から抜け出すことができない理由の1つです。

　「知的障害者福祉月間」に合わせ、知的障害者に
対する理解を深め、障害者福祉の充実を図るため福
祉パレードを行い、代表者がメッセージ朗読と、施
設で作った記念品を贈りました。

0926 福祉の充実と理解を訴え
第50回福祉パレード

　安中市交通対策協議会は、軽井沢町・長野県警と
協力し、同町の国道18号碓氷バイパスで街頭指導
を行い、碓氷峠を走るドライバーに交通安全を呼び
かけました。

0920 群馬・長野両県警が呼びかけ
秋の全国交通安全運動

　中体連関東・全国大会に参加した市内中学生の報
告会が行われ、8競技65人の生徒が大会での成績や
感想を報告するとともに、今後の抱負や目標などを
述べていました。

0825 精一杯の活躍、成果を報告
中体連関東・全国大会参加報告会

　国内の旅行予約サイトで3週間後に出発の3泊4
日の国内旅行ツアーを大人3人分申し込んだ。前
日に「1人あたり4万5千円」という広告を見て
ブックマークしておき、翌日、その広告サイトか
ら条件を入力し、申し込みを完了した。
　その後、落ち着いて旅行代金を確認すると「1
人6万円」に変わっていた。すぐにキャンセルし
たが、キャンセル料1万
2千円を請求された。
　申し込み前に確認画
面 も 表 示 さ れ て い た
が、よく確認せずボタ
ンを押してしまった。
すぐにキャンセルした
のだから何とかならな
いか。

　わからないことや困ったこと、少しでも不審に
感じることがありましたら、早めに消費生活セン
ターにご相談ください。

☆旅行予約サイトを通じて予約する場合は、店舗
での予約と異なり、対面で詳しく説明を受ける
ことができません。消費者自身が申し込み完了
前に契約条件や予約内容を十分に確認したうえ
で契約する必要があります。

☆解約や内容変更に関する条件は、原則、契約内
容にしばられます。申し込み完了直後に入力ミ
スなどに気づいても、無条件で解約・変更がで
きるわけではありません。申し込みを完了する
前に名前のつづりやメールアドレスを含め、旅
行日程などの予約内容が正確に入力されている
かよく確認しましょう。

☆申し込み時の予約内容が確認できる画面や契約
後に送付される予約確認メールは、旅行が終わ
るまでスクリーンショットや印刷などをして保
管しましょう。

（国民生活センター「見守り新鮮情報」第461号から作成）
■問 市消費生活センター（☎382－2228） 
相談日時▶月～金曜日（祝日を除く）
　　　　　午前9時～午後4時30分

旅行予約サイト　申し込み前によく確認！消費生活センター
からのお知らせ

- 事例 - - ひとこと助言 -

本文イラスト　黒崎　玄

爆発期

緊張形成期 ハネムーン期

■問 □本 市民課市民協働係（☎内線1027）
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　配偶者からの暴力、性犯罪・性暴力、ストーカー行為、売買春、人身取引、セクシュアルハラスメントなど
女性に対する暴力は、女性の人権を著しく侵害するものであり、男女共同参画社会を形成していくうえで克服
すべき重要な課題です。

パープルリボンには女
性に対するあらゆる暴
力をなくしていこうと
いうメッセージが込め
られています

男女共同参画推進委員会　第 152 回

特設コーナーを設置しました

11月12日～25日は　
『女性に対する暴力をなくす運動』期間です

　安中市図書館、松井田図書館では11月30日ま
で、「子どもへの虐待を防止する運動・女性に対
する暴力をなくす運動」に関する文献の特設コー
ナーを設置しています。これを機に1冊、手に
取ってみませんか。

　　安中市図書館　（☎027－381－0529）
　　松井田図書館　（☎027－393－4402）

ひとりで悩まず相談してください
　市はDV電話相談を無料で行っています。

DVの影響は？

・暴力によるPTSD（心的外傷後ストレス障害）　　　　　　・罪悪感や自責感
・自尊感情の低下　　　・恥ずかしさ　　　・無気力　　　・孤立感　　　など

　被害者は暴力により、ケガなどの身体的なものだけでなく、精神的な影響を受けることもあります。

DVから抜け出せないのはなぜ…？

爆発期
怒りのコントロールができず激しい暴力を起こす
　
ハネムーン期

「もう暴力は振るわない」と謝る・優しくなる・
プレゼントを贈るなど
　
緊張形成期
とげとげしい言葉や軽い暴力が始まる

　暴力は下の図のような周期を繰り返すことが多くみられます。
　激しい暴力があっても優しくなる時期があるため「今度こそ暴力がなくなる」「心から反省しているし、も
う大丈夫」などと期待してしまいます。これらがなかなか暴力から抜け出すことができない理由の1つです。

　「知的障害者福祉月間」に合わせ、知的障害者に
対する理解を深め、障害者福祉の充実を図るため福
祉パレードを行い、代表者がメッセージ朗読と、施
設で作った記念品を贈りました。

0926 福祉の充実と理解を訴え
第50回福祉パレード

　安中市交通対策協議会は、軽井沢町・長野県警と
協力し、同町の国道18号碓氷バイパスで街頭指導
を行い、碓氷峠を走るドライバーに交通安全を呼び
かけました。

0920 群馬・長野両県警が呼びかけ
秋の全国交通安全運動

　中体連関東・全国大会に参加した市内中学生の報
告会が行われ、8競技65人の生徒が大会での成績や
感想を報告するとともに、今後の抱負や目標などを
述べていました。

0825 精一杯の活躍、成果を報告
中体連関東・全国大会参加報告会

　国内の旅行予約サイトで3週間後に出発の3泊4
日の国内旅行ツアーを大人3人分申し込んだ。前
日に「1人あたり4万5千円」という広告を見て
ブックマークしておき、翌日、その広告サイトか
ら条件を入力し、申し込みを完了した。
　その後、落ち着いて旅行代金を確認すると「1
人6万円」に変わっていた。すぐにキャンセルし
たが、キャンセル料1万
2千円を請求された。
　申し込み前に確認画
面 も 表 示 さ れ て い た
が、よく確認せずボタ
ンを押してしまった。
すぐにキャンセルした
のだから何とかならな
いか。

　わからないことや困ったこと、少しでも不審に
感じることがありましたら、早めに消費生活セン
ターにご相談ください。

☆旅行予約サイトを通じて予約する場合は、店舗
での予約と異なり、対面で詳しく説明を受ける
ことができません。消費者自身が申し込み完了
前に契約条件や予約内容を十分に確認したうえ
で契約する必要があります。

☆解約や内容変更に関する条件は、原則、契約内
容にしばられます。申し込み完了直後に入力ミ
スなどに気づいても、無条件で解約・変更がで
きるわけではありません。申し込みを完了する
前に名前のつづりやメールアドレスを含め、旅
行日程などの予約内容が正確に入力されている
かよく確認しましょう。

☆申し込み時の予約内容が確認できる画面や契約
後に送付される予約確認メールは、旅行が終わ
るまでスクリーンショットや印刷などをして保
管しましょう。

（国民生活センター「見守り新鮮情報」第461号から作成）
■問 市消費生活センター（☎382－2228） 
相談日時▶月～金曜日（祝日を除く）
　　　　　午前9時～午後4時30分

旅行予約サイト　申し込み前によく確認！消費生活センター
からのお知らせ

- 事例 - - ひとこと助言 -

本文イラスト　黒崎　玄

爆発期

緊張形成期 ハネムーン期

■問 □本 市民課市民協働係（☎内線1027）
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　市民課
休日窓口開設日
11月5日・19日　12月3日
午前８時30分～正午

業務内容
○市民課取扱各種証明書の発行
※マイナンバーカードを利用した各種証明書のコ
ンビニ交付サービスを行っています

11月の納税と保険料
☆固定資産税・都市計画税 … 4期
☆国民健康保険税（普通徴収） … 5期
☆介護保険料（普通徴収） … 5期
☆後期高齢者医療保険料（普通徴収） … 5期
☆国民年金保険料 … 令和5年10月分
○11月30日（木）までに納めてください

　8月の納税と保険料
☆市県民税（普通徴収） … 2期
☆国民健康保険税（普通徴収） … 2期
☆介護保険料（普通徴収） … 2期
☆後期高齢者医療保険料（普通徴収） … 2期
☆国民年金保険料 … 令和5年7月分
○8月31日（木）までに納めてください

本

相　談 consultation
11/1～12/15

行政相談

無料法律相談

人権相談

離婚前後の悩み・養育費相談
家庭児童相談

（電話相談・面接相談）
健康相談

（生活習慣病・育児・栄養相談など）
妊婦健康相談

（母子手帳交付）

消費生活相談

無料税務相談

障害者相談
（知的・身体障害者相談）
精神障害者相談
青少年相談

（電話相談・面接相談）
介護相談・認知症相談

（電話相談・面接相談）

成年後見制度に関する相談

成年後見制度専門職相談

配偶者・恋人などからの暴力
（DV・デートDV）に関する相談
生活困窮に関する相談

（生活支援相談窓口）
ひきこもりに関する相談
若者就職活動個別相談

（安中出張サポートステーション）

心配ごと相談

交通事故相談

こころの健康相談

予約・問合せ
□本  11/2・16　12/7　9時～11時30分
□松  11/6　12/4　13時30分～16時
□本  11/10・17　12/1・15　13時～16時
□本  11/16  12/8※　□松  11/17  12/8※
13時30分～15時30分（※は～16時）
□本  11/14　12/12　13時～16時

□本  月～金曜日（祝日を除く）9時～16時

□本  月～金曜日（祝日を除く）
8時30分～16時30分
□本  月～金曜日（祝日を除く）
8時30分～16時30分
消費生活センター（□本 敷地内）
月～金曜日（祝日を除く）9時～16時30分

□本  11/9　12/6　13時～16時

□本 ・□松  月～金曜日（祝日を除く）
8時30分～17時15分
月～土曜日（祝日を除く）10時～18時
□松 青少年センター　月・火・水・金曜日

（祝日を除く）　9時～14時
月～金曜日（祝日を除く）
8時30分～16時
□本 ・□松 　月～金曜日（祝日を除く）
8時30分～17時15分
地域福祉支援センター
毎月第1金曜日　13時30分～15時30分
月・火・木・金曜日（祝日を除く）
9時～16時
月～金曜日（祝日を除く）
9時～16時30分
□本  月～金曜日（祝日を除く）　9時～16時
□本  毎月第1火曜日（祝・年末年始除く）
10時～12時
地域福祉支援センター
毎月第2木曜日　9時～11時30分
安中交通安全協会
月～金曜日（祝日を除く）9時～16時
安中保健福祉事務所
毎月第4火曜日　13時～16時

□本 市民相談係（☎内線1207）

要電話予約　□本 市民相談係（☎内線1207）

□本 市民相談係（☎内線1207）

要電話予約　□本 市民相談係（☎内線1207）

要電話予約　□本 子ども課（☎382-8005）

要電話予約　□本 健康づくり課（☎内線1174）

要電話予約　□本 健康づくり課（☎内線1174）

消費生活センター（☎382-2228）

要電話予約　□本 税務課（☎内線1061）
　　　　　　□松 住民福祉課（☎内線2161）

□本 福祉課（☎内線1155）

ヌアリーベ（☎380-5385）
要電話予約　□松 青少年センター（☎393-4777）
メール相談（seishonen@city.annaka.lg.jp）
要電話予約　□本 高齢者支援課（☎内線1189）
　　　　　　□松 （☎内線2156）
要電話予約　□本 高齢者支援課（☎内線1188）
　　　　　　□本 福祉課（☎内線1155）

要電話予約　権利擁護センター（☎382-8397）

安中市DV電話相談（☎329-6646）

要電話予約　□本 福祉課（☎内線1191）

要電話予約　□本 福祉課（☎内線1191）
要電話予約　ぐんま若者サポートステーション

（☎027-233-2330）

地域福祉支援センター（☎382-8397）

要電話予約　安中交通安全協会（☎382-0211）
（会員対象）
要電話予約
安中保健福祉事務所（☎381-0345）

相談内容 場所・日時
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　市民課
休日窓口開設日
11月5日・19日　12月3日
午前８時30分～正午

業務内容
○市民課取扱各種証明書の発行
※マイナンバーカードを利用した各種証明書のコ
ンビニ交付サービスを行っています

11月の納税と保険料
☆固定資産税・都市計画税 … 4期
☆国民健康保険税（普通徴収） … 5期
☆介護保険料（普通徴収） … 5期
☆後期高齢者医療保険料（普通徴収） … 5期
☆国民年金保険料 … 令和5年10月分
○11月30日（木）までに納めてください

　8月の納税と保険料
☆市県民税（普通徴収） … 2期
☆国民健康保険税（普通徴収） … 2期
☆介護保険料（普通徴収） … 2期
☆後期高齢者医療保険料（普通徴収） … 2期
☆国民年金保険料 … 令和5年7月分
○8月31日（木）までに納めてください

本

相　談 consultation
11/1～12/15

行政相談

無料法律相談

人権相談

離婚前後の悩み・養育費相談
家庭児童相談

（電話相談・面接相談）
健康相談

（生活習慣病・育児・栄養相談など）
妊婦健康相談

（母子手帳交付）

消費生活相談

無料税務相談

障害者相談
（知的・身体障害者相談）
精神障害者相談
青少年相談

（電話相談・面接相談）
介護相談・認知症相談

（電話相談・面接相談）

成年後見制度に関する相談

成年後見制度専門職相談

配偶者・恋人などからの暴力
（DV・デートDV）に関する相談
生活困窮に関する相談

（生活支援相談窓口）
ひきこもりに関する相談
若者就職活動個別相談

（安中出張サポートステーション）

心配ごと相談

交通事故相談

こころの健康相談

予約・問合せ
□本  11/2・16　12/7　9時～11時30分
□松  11/6　12/4　13時30分～16時
□本  11/10・17　12/1・15　13時～16時
□本  11/16  12/8※　□松  11/17  12/8※
13時30分～15時30分（※は～16時）
□本  11/14　12/12　13時～16時

□本  月～金曜日（祝日を除く）9時～16時

□本  月～金曜日（祝日を除く）
8時30分～16時30分
□本  月～金曜日（祝日を除く）
8時30分～16時30分
消費生活センター（□本 敷地内）
月～金曜日（祝日を除く）9時～16時30分

□本  11/9　12/6　13時～16時

□本 ・□松  月～金曜日（祝日を除く）
8時30分～17時15分
月～土曜日（祝日を除く）10時～18時
□松 青少年センター　月・火・水・金曜日

（祝日を除く）　9時～14時
月～金曜日（祝日を除く）
8時30分～16時
□本 ・□松 　月～金曜日（祝日を除く）
8時30分～17時15分
地域福祉支援センター
毎月第1金曜日　13時30分～15時30分
月・火・木・金曜日（祝日を除く）
9時～16時
月～金曜日（祝日を除く）
9時～16時30分
□本  月～金曜日（祝日を除く）　9時～16時
□本  毎月第1火曜日（祝・年末年始除く）
10時～12時
地域福祉支援センター
毎月第2木曜日　9時～11時30分
安中交通安全協会
月～金曜日（祝日を除く）9時～16時
安中保健福祉事務所
毎月第4火曜日　13時～16時

□本 市民相談係（☎内線1207）

要電話予約　□本 市民相談係（☎内線1207）

□本 市民相談係（☎内線1207）

要電話予約　□本 市民相談係（☎内線1207）

要電話予約　□本 子ども課（☎382-8005）

要電話予約　□本 健康づくり課（☎内線1174）

要電話予約　□本 健康づくり課（☎内線1174）

消費生活センター（☎382-2228）

要電話予約　□本 税務課（☎内線1061）
　　　　　　□松 住民福祉課（☎内線2161）

□本 福祉課（☎内線1155）

ヌアリーベ（☎380-5385）
要電話予約　□松 青少年センター（☎393-4777）
メール相談（seishonen@city.annaka.lg.jp）
要電話予約　□本 高齢者支援課（☎内線1189）
　　　　　　□松 （☎内線2156）
要電話予約　□本 高齢者支援課（☎内線1188）
　　　　　　□本 福祉課（☎内線1155）

要電話予約　権利擁護センター（☎382-8397）

安中市DV電話相談（☎329-6646）

要電話予約　□本 福祉課（☎内線1191）

要電話予約　□本 福祉課（☎内線1191）
要電話予約　ぐんま若者サポートステーション

（☎027-233-2330）

地域福祉支援センター（☎382-8397）

要電話予約　安中交通安全協会（☎382-0211）
（会員対象）
要電話予約
安中保健福祉事務所（☎381-0345）

相談内容 場所・日時
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豊かで　魅力ある　元気な　安中市へ

・第1回あんなか景観まちづくり賞　結果発表
・11月は児童虐待防止推進月間です
・乳がん・子宮がん集団検診の予約が始まります
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高校生が見た　安中市の課題

■問 □本 危機管理課危機管理係（☎内線1135）

第3回：11月15日（水）　第4回：令和6年2月9日（金）

情報伝達手段

防災行政無線

　

メール配信サービス

　　　　　　　　　　　　　　　　  内　　　容
　市内に設置した防災行政無線子局（屋外スピーカー、戸別受信機）から、一斉に、
次のように放送されます。
1.  チャイム音
2.「これは、Jアラートのテストです。」×3回
3.「こちらは、ぼうさいあんなかです。」×1回
4.  チャイム音
　　「これは、Jアラートの試験です。」という文面の試験用メールが配信されます。
※安中市メール配信サービスに登録し、防災情報の「安中市全域」または「Jアラー
ト」を選択している人に配信されます

【情報伝達試験の内容】

登録用コード▶

▼防災行政無線テレホンサービス
　防災行政無線の放送を聞き逃した場合や放送内容
が聞き取りづらかった場合などに、放送内容を電話
で確認できるサービスです。

（☎0800－800－3664　※通話料無料）
▼安中市メール配信サービス
　日々の気象や火災、防災情報などを、お手元のパ
ソコンや携帯電話にメールでお知らせするサービス
です。昨年8月から、配信される気象情報に「土砂災
害警戒情報」、「記録的短時間大雨情報」、「熱中
症警戒アラート」を追加しました。ぜひ、ご登録く
ださい。

▼登録方法
①下記二次元コードを読み取り、annaka@entry.
mail-dpt.jpへ空メールを送ります。
②仮登録メールに記載のURLから登録手続をします。
③手続完了後に登録完了メールが届けば登録完了です。
※仮登録メールが届かない場合は、迷惑メール設定
をご確認いただき、次のアドレスを受信できるよう
設定してください〈annaka@city.annaka.gunma.
jp〉

　地震の発生や武力攻撃などの緊急時に備え、国の全国瞬時警報システム（＝Jアラート
※）を利用した全国一斉の情報伝達試験が実施されます。本市では、防災行政無線と
メール配信サービスを用いた試験を実施します。
　なお、今年度の試験は下記の日程で実施されますが、災害などが発生した場合また
は発生する恐れがある場合には試験を中止します。

※Jアラート…地震・津波の発生や武力攻撃などの緊急情報を、国が人工衛星などを通じて瞬時に伝えるシステム

11月15日（水）

午前11時ごろ

11月15日（水）午前11時ごろ  全国一斉の情報伝達試験が実施されます


